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▼日程第１ 一般質問 

〔今泉藤一郎議長〕日程第１ これより前日に引き続き、一般質問を行います。３番議員 久保田豊

君。 

〔３番 久保田豊君〕改めましておはようございます。一発目から一般質問させていただきたいと思

います。議長の許可を得ましたので、通告に従い一般質問をさせていただきます。久保田豊、さ

せていただきます。それでは今回は子育て支援策と、そしてトイレの問題、この２点になります。

小中学校給食無償化ということで。今どこの市町村でもこのことを非常に推進されているし、現

在、高市内閣もそういう安心安全、そして地方の強靭化も含めて多分関心事があられるんじゃな

いかと思います。本町においては、まだ、無償化にはなっていなくて、僕自身も今回４年目に入

るわけですけど、ずっとこの話は無償化の話は出ているわけですね。最後には町長にもちょっと

答弁をいただきたいなと思うんですけど。非常に各家庭においては固定費で必ずあるわけですね。

ある意味では、この無償化っていうのは将来の未来に向けての子どもさんに投資みたいなもので

ですよ。町が、しっかりとここは前向きにはやってもらっているとは思うんですけど。実際、２

～３日の新聞もそうなんですけど、各市町村近く近隣で無償化を決定されたりしております。本

町においてもぜひ今回の質問を交えて前向きな回答をいただきたいなと思ってます。１番に入り

ますけど、今、４年間経過しているわけですけど、現状、そして進捗状況というかですね、そこ

ら辺の経過的なことをお聞かせいただきたいと思います。 

〔今泉藤一郎議長〕学校教育課長。 

〔千代田学校教育課長〕現在の小中学校における保護者負担額につきましては、小学校で年額４万５，

０００円、中学校で５万３，５００円となっております。しかしながら、近年の物価高騰等によ

りこの金額では賄いきれないのが現状でありまして、町の補助といたしまして保護者負担額の約

２５％の支出を補助として出しておる状況になります。以上です。 

〔３番 久保田豊君〕これ４年前もこんな状態だったでしょうか。 

〔今泉藤一郎議長〕学校教育課長。 

〔千代田学校教育課長〕保護者負担に関しましては、ずっと据え置きで同じ金額できております。上

げてはおりません。 

〔３番 久保田豊君〕変わってないですね。これを踏まえて変わってないということですので、今こ

んだけ物価高騰、どこでも課題っては皆さんご存じのとおり少子化、高齢化、過疎化って同じな

んですね。それぞれの市町村の差別化という意味では逆に差別化にならずに当町においては遅れ
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ているわけですね。近隣で無償があるということは、そして情報的には今一般の方もほとんどが

いろんな情報が入りますので、昔よりは情報化社会でいろんな情報を知られています。そういう

意味ではそのままでよいのかどうか、もっときちっとした形でそこは打ち出しをしていただきた

いなと思うんですけど、課題、２番の現状がそういうことでありますので、課題的な認識という

のはあるでしょうか。 

〔今泉藤一郎議長〕学校教育課長。 

〔千代田学校教育課長〕やはり今後の課題といたしましては、米の価格をはじめ、物価高騰が今後も

進んだ場合にどういった対応を行っていくのかとか、おそらく今回の国の対応の中で小学校が無

償化ということを謳われておりますので、そうなれば中学校をどうするのか、逆に国が示した単

価で賄えない場合はどういった補助を行うのかとかですね、そういった課題は今後おそらく山積

みになって来るだろうということで認識はしております。 

〔３番 久保田豊君〕国自身は無償化に踏み切るということを多分言ってあると思うんですけども、

その日にち的なものがいつなのかっていうのはまだ確定はしていないんですけど、それを踏まえ

て多分ほかの市町はそういうふうな無償化に踏み切っていると思うんですね。そういう意味では

先ほど言ったように、当町としても子どもたちに投資するという、支出するというよりですよ、

投資という意味の捉え方でぜひここはやっていただきたいなと思うんですね。先ほど、課題認識、

ちなみに武雄市、隣接でいけば県は違うんですけど波佐見町、そして佐賀県内においてもここ１

週間以内で新聞に載ってましたけど、２町ぐらいが無償化に踏み切ると言ってますけど、そこら

辺の認識というのはあるんでしょうか。 

〔今泉藤一郎議長〕学校教育課長。 

〔千代田学校教育課長〕県内の各自治体の動向につきましては、今の段階ではすべて把握をしている

状況にあります。ただ、議員おっしゃるように、ここ１週間、１ヶ月ぐらいのところでどんどん

変わってきているところありますので、そこら辺につきましては、新聞報道等による情報のみを

持ち合わせているような状況ですけども、２～３お問い合わせをしたところ、やはり今年度、来

年度、首長選を控えているという自治体もいくつかありまして、その後の協議になるだろうとい

うところもいくつかありました。 

〔３番 久保田豊君〕そういういろんな情報の中で、父兄からそういうお話が出たり等含めて、そし

て同時に僕自身の耳に入ってきているのが、苦情等がなんか出たということをお聞きしているん

ですけど、そういう苦情等は何か把握されているでしょうか。 
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〔今泉藤一郎議長〕学校教育課長。 

〔千代田学校教育課長〕特に保護者の方から直接苦情等は聞いたというのはございません。ただ、小

学校が無償化、無償化ということでマスコミ等も言いますので、じゃあ中学校はどがんするのか、

とかいう問い合わせは時々電話があっているような状況でございます。 

〔３番 久保田豊君〕そうですね、課長の方には苦情があってないということですので、そういうヒ

アリングというか、細かい行き届いた形でやっぱり健康状態もそうなんですけど、やっぱり血が

通っている状態をどう作るか、父兄さんから聞いてそこら辺の内容等をここで言った方がいいの

かは別にしまして、やっぱり必要なことは必要だと思っているんですね。先ほどから言いますよ

うに固定したものが出ていく、物価高騰ももちろん、今、僕らが経験したことがないような物価

高騰がずっと続いてます。そういう意味では、子育て世代、そして少子化といわれる問題にも直

結してますので、それが安心安全で生活ができるような状態をですね、町自体が補助する。そし

て国自体がそれを前向きにやるということですので。昨日は５番議員の方から基金の話、財政等

も含めてお話がありましたけど、そういうふうな基金の活用等はできないんでしょうか。 

〔今泉藤一郎議長〕学校教育課長。 

〔千代田学校教育課長〕これまでも例えば国の物価高騰の補助金であるかとか、ふるさと納税を活用

したところで補助金の上乗せということでやってきた次第でございます。 

〔３番 久保田豊君〕今の補助の総予算というのはどれくらい補助されているんでしょうか。 

〔今泉藤一郎議長〕学校教育課長。 

〔千代田学校教育課長〕７年度の見込みで言いますと国の補助金が約１，６００万円、ふるさと基金

を、ふるさと納税の分を３００万円ほど活用した支出になっております。 

〔３番 久保田豊君〕じゃあ１，９００万円ぐらいですね。これ全体的に、例えば補助した場合は総

額としてどれくらいになるんでしょうか。 

〔今泉藤一郎議長〕学校教育課長。 

〔千代田学校教育課長〕今年度実績見込みでいきますと、７，０００万円をちょっと上るかなという

ぐらいの数字になるかと思います。 

〔３番 久保田豊君〕そうですね、この給食の無償化っていうのは、僕は覚えている限りは、町長の

方も公約に挙げられていて途中からなんか立ち消えたみたいな気もするんですけど。昨日のお話

でいけば強い決心をもって次に望まれるということでありますので、無償化についての町長の見

解というのをちょっとお聞きしたいなと思います。 
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〔今泉藤一郎議長〕町長。 

〔松尾町長〕今、議員のご質問ですが、８年前に町長に出る時は確かに給食無償化ということで公約

に掲げて出ましたけども。やはり時代の趨勢等を含めていろんなことを考えまして、ちょっとト

ーンダウンしているというところが正直なところでございます。やはり今後の先のことに関しま

して申し上げるとすれば、やはり小学校におきましては、国が示しております単価で賄えるんで

はないかなと考えているのが現状であります。また、今後、海外の情勢等いろいろございまして、

物価高騰等も考えられますので、この単価で賄えなくなる可能性もあるんではないかなというと

ころもちょっと考えております。中学校におきましては、現在の負担とか、町の補助とか、７年

同様４月のスタートで迎えていくとは思っております。しかし、ここはですね、政策的判断が必

要だなというところもありますので、私もその辺も踏まえてしっかりと考えて対応できればなと

思っております。 

〔３番 久保田豊君〕ある意味では、町長の決断というのが非常に大きな要因を示すんじゃないかな

と思っております。優先的な問題、安心安全という、町は特にそのことを掲げているわけですけ

ど。僕は最優先事項に入ってくるんではないかなと思っております。いろんな予算の配分は確か

に僕らも財務の勉強をやったりしてますのでよくわかります。無い中で絞り出す。でもこれが優

先であるということは僕は変わりがないんじゃないかなと。少子化、先ほど言うように少子化の

対策にしても定住移住にしてもいろんな市町がやっていることの差別化という意味では本町もそ

このふるいに掛けられるわけですから。そういう課題というものがやっぱり隣町がやっててここ

がやってないとなればですよ、隣町にそれは流れることになるんではないかなと思うんですね。

そこを踏まえて、３番目の他の市町村の動向ということの先ほどある程度把握されているという

ことなんですけど、具体的にはどれくらいのある程度というより、どれくらいのことを把握され

ているかお聞きしたいと思います。 

〔今泉藤一郎議長〕学校教育課長。 

〔千代田学校教育課長〕ここひと月程度でちょっと変わったようなところは別といたしまして、それ

以外の自治体につきましては、もうすべて単価、補助率等含めて把握はしております。なかなか

表には出てきませんけども、現在有田町の小中学校における給食というのは、実際単価を出せば

佐賀県でトップの給食提供を行っています。ですから、補助をどこまでするのかというのが、ま

さに先ほど、町長が申しました政策的な判断を要するのかなというところで、選挙後にやはりそ

ういった検討を早急に行う必要があるのかなということで考えております。 
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〔３番 久保田豊君〕ちょっとお聞きしたかったのが、他の自治体の事例とかですよ、調査研究、や

っぱり何事も研究調査しなければわからない。先ほども言われたように、総額７，０００万円ぐ

らいの予算は要ると。先ほど言われたように、本町の給食の質というのは非常に良いと聞いてお

ります。食べたことはありませんけど。この間もそういう食育の話の中で、木村まさ子さんがそ

ういう話を受けておりましたので。それはそれで素晴らしいことだと思います。だけど実際問題

としてですよ、この、僕も最終的、最後まで食い下がりたいのは、必要なことは必要なんですね。

避けて通れない。よそもやっているのにうちだけやらないというのもおかしい話だし、町長はも

う少し精査すると。精査する状態なのか、どこでも精査してやっていると思うんですね。そこを

しっかりと踏まえて本町においてもそのことをしっかりやっていただきたいなと。この４番の財

政面ということでは、非常に僕自身も厳しいとは思ってます。でも昨日の５番議員の質問の中で

財政の基金自体が若干運用できるんであれば１年でも２年でもそういう形で補助をしながら、そ

して国の方針を待って先払いという形になるんですけど、そこはしっかりできないものかなと思

うんですけども、町長そこら辺はどうでしょうか。 

〔今泉藤一郎議長〕町長。 

〔松尾町長〕教育的なアプローチとしては、私は給食の無償化というのはあまり考えておりません。

やはり子育て支援というような他市町との比較ということであれば給食無償化というところは非

常にあるかなと思っております。私もずっとＰＴＡに関わってきておりまして、仲間もＰＴＡ多

いですが、やはりそういった彼らから給食無償化をっていうのはあまり聞いてないというのが現

状であります。準要保護というような制度もありまして、本当に手を差し伸べなければいけない

ところには現状では届いているという認識をしております。他市町で確かにそういう競争が始ま

るというところは重々我々も理解しております。また国の動向、そして県も含めてですが、そう

いった機関とも動向も見ながらやはり政策的判断が必要になって来るんではないかなと思ってお

ります。 

〔３番 久保田豊君〕町長の認識でいけばそういう父兄等のお話はあんまりないということなんです

けど。僕自身がやっぱりこの問題を今回上げた中で、いろんな方にお話聞いたりしているわけで

すけど、やっぱり切実な問題で、やっぱり日々の固定費として出て行くわけですから、ここはや

っぱり温度差があるのかなと。僕自身も孫が６人いますけど、長女が４人の子育てやっているわ

けですね。やっぱりじじ、ばばのお手伝いがあったりしながらそこで補助されて、やっているわ

けですけど。実際、ちょっと違う市町に居ますので、そこはしっかりと補ってもらっているとい
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うことを言ってますので。そういう意味では、本町においてそこが本当にそうなのか、どうか、

認識をやっぱりもう少し細かいところに持っていただいて、この問題はここで終わらせるんでは

なくてしっかりと次年度はそこに踏み切ってやりたいぐらいの答えはいただきたいなと思うんで

すけど、その前向きにやりたいというお話等はできないんでしょうか。 

〔今泉藤一郎議長〕教育長。 

〔吉永教育長〕本当に給食無償化という課題に関しては、どこの市町もいろいろ考えているところだ

と思います。実際、私もこの前ＰＴＡの会長さんたちを集めてお話をしたところ、やっぱり自分

たちが食べる給食については、自分たちがしっかり金を出すべきだというお話もされたところは

ありました。でも実際に様々な家庭を聞くと、全てがそうではないと思います。ただ、今、頂い

ている給食費というものをすべて町の方でこれを賄うとした場合に、じゃあ、それは上澄みにな

るのか、どこかが削られるかというお話になるわけですね。ですからそういった意味で削られる

部分というのが出てくるというのを町民の方にはしっかり理解をしていただくということ。また、

そういう社会保障がしっかり保たれるというのであれば、外国の例を見れば、そういう社会保障

がしっかりした場所はそれなりの税金というものをしっかり払っているという状況になります。

そういった意味での痛みというものも町民の方にはかかるのかなと思います。ですので、ただ、

上乗せをしていく、上澄みをしていくというだけではなくて、切るべきところを切るというそう

いう政策もこちらが持ち合わせていないと、この給食費無償化というものに関して恒久的にです

ね、ここ２～３年をそうするというんであれば、もしかしたらお金を出せるかもしれませんけど

も、これを恒久的に１０年、２０年、３０年と続けていく上では非常にそこら辺は検討を必要と

するものではないかなと思っているところです。 

〔３番 久保田豊君〕町自体はお金がそんなに有り余るほどあるわけではないですので、そこは国に

やっぱり全体的に働きかけてやっていくべきだと思います。税金等はほかの国の中では日本は高

い方だと思います。消費税自体を比べられたりするんですけど、消費税は安いかもわからんです

けど、直間比率が全く逆なんですね。よく言われる、国会議員の中で答弁があるのが、要はこれ

を減らしたらこっちの財源はどうするんだという教育長が言われるのはその考え方だと思うんで

すけど。そうではなくて、国から引っ張られるものは引っ張って、そして補填できるようなこと

の知恵をもっと僕自身は出すべきじゃないかなと。何年も引っ張るんじゃなくて段階的にこれは

今１，９００万円ほど国から１，６００万円、そして町から３００万円というお話がありました

けど、それで本当に足りているのかどうか、７，０００万円を捻出しながら少子化をどんどんど
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んどん少子化になってきよるわけですよね。生徒の数は減りよるわけです。ここを子育てにもっ

と子どもを作ってほしい、安心してできないですよ、今の話でいけば。そういうことではなくて、

安心してやっぱり産める状態を生活ベースの中で作っていただくのが本町の使命でもあるし、そ

ういうことを強くやっぱり願ってほしいなと思います。重々分かっているよって言われるのと、

わかっているっていうのは、やっているというはギャップがあるわけですね。僕は分かっている

というのは分かってないと思います。やっているで、初めてやっているわけですから、わかって

いるわけですから。だからそこはやっぱり妥協せずに、このことは強くやっぱり言うべきだと思

います。いろんな議員の方からこの話題は出ています。だから、これは多分議員全員の総意だと

僕は認識しているんですけど。そういう意味では、先ほど教育長が言われた、一部の方はこうだ

と。本当にそうでしょうか。僕自身は若干お金に余裕があればそういう考え方はできると思いま

す。でも実際ながらそこは教育現場の中で先ほど言ったように未来の投資だと思ってやるべきの

給食無償化だと思っているですね。今、こんだけ高騰して、そして子どもさんを産みなさいと、

産めるような状態じゃないですよ。しっかりとそこは安心安全の中で当町においてもそういうこ

とがなされているというのが一番ベターじゃないかなと思うんですね。今の僕自身の最終的な子

育ての今後の方針ということで、再度、町長にお聞きしたいなと思います。 

〔今泉藤一郎議長〕町長。 

〔松尾町長〕今議員のご意見をお伺いしまして、やはり私も国が今回の給食無償化に関しましても、

給食無償化に関しては、国がグリップするべきだと思っております。地域間競争でやられますと、

財政な豊かなところにどうしてもリードされてしまいますので、そういったところの競争ってい

うのは地域間では私はあるべきではないと思っておりますので、その辺は議員と同様にですね、

国にしっかりと訴えてサポートしてくれということは訴えていきたいと思います。また、今後、

中学校の統合の話もございますので、我々は今自校方式というのがベターだと思ってやっており

ます。本当に美味しい給食を食べられるということで、生徒たちはそれが当たり前ですけど、転

勤して来られた先生、また転勤される先生方に聞くと、有田の給食は本当に美味しいということ

を言われていますが、これが自校方式がセンター方式になるとやはり温かいものが冷たくなると

いうようなマイナス面もあると思いますので、そういったところもしっかりと吟味しながらです

ね、議論しながら話していくべき課題ではないかなと今のところは思っております。 

〔３番 久保田豊君〕議論が先になってしまってなかなか本質に入らないんじゃないかなと思います

けど、とにかく切にこの問題は前向きにというより、実際問題としてやっていただきたいという
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ことを踏まえてこの問題は終わりたいと思います。次に、再度、トイレの問題ということで、こ

れで締めくくりたいなと思うんですけど。いよいよまた陶器市等あります。トイレの問題は若干

なりと努力していただいて少しずつは改善に至っていると思うんですけど。これも先ほどから言

うように他の市町は非常にこれも努力されています。努力というのは、人に負けたらいかんので

すね。みんながやっていることは努力とは言わないんです。このことを踏まえて自分たちがやっ

てますよじゃなくて、少しでも改善、国は方針としてあったのが比率を変えましたよね。どうい

う比率を変えられたかご存じでしょうか。男子トイレと女子トイレの比率。今までは同じスペー

スぐらいの比率だったのを倍の、だから女性の方が圧倒的に足りないわけです。個室化されてま

すから。スペースでいけば。だから比率を完全に見直すということで答申があっとるはずです。

だから先ほど言うように、いろんなことをやっぱり研究調査せんと、国がどういうふうな方向で

どういうふうに言っているか、じゃあどういう予算があるかっていうことですね、そこら辺も含

めて公共トイレ及び学校トイレの改善についてということで第一番目上げてますので、何か、ど

ういうふうに今後しようかなとをお聞かせいただきたい。 

〔今泉藤一郎議長〕商工観光課長。 

〔堀江商工観光課長〕トイレ、公共トイレにつきましては、議員さんの方から４年前からご意見ご指

摘、頂戴いたしましてできるところは対応させていただいたところでございます。先ほど、国の

指針ということでお話がございましたけれども、私が考えるのはやっぱり自治体とか、財政規模

とかその場所によってやはり範囲といいますか、スペースが変わってくると思うんですよ。有田

だからこれ、東京だからこれと、だから一概にその有田が、有田と都会とか、そこに一緒のスペ

ースが必要なのかというところで見ればですね、スペース的にはそうなんですけど、基数であっ

たり、台数ですね、そこは十分配慮する必要はあるかということで考えております。現状という

ところでございますけれども、トイレにつきましては観光客の利便性の向上というところにおい

ては十分必要性というところでは認識しております。昨年、令和７年３月議会の方でもご答弁さ

せていただきましたけれど、内山地区を例に取りますと、泉山から佐賀銀行有田出張所ですね、

東出張所、約２．４kmあるんですけども、その区間に大体８箇所常設トイレもございます。すべ

て洋式化に対応しております。観光客の方から見ればですね、ちょっと女性トイレについてはち

ょっと冷たいかなと、座るときですね。そこはちょっと改善すべきところかなと思うんですけれ

ども、その２．４ｋｍ内で８箇所ございますので、現時点においては建て替えとか、新設、そう

いったところはスペース的なところはありますけれども、現時点では予定はしていないと。ただ、
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先ほど来申し上げてますとおりですね、観光客の利便性向上のトイレ整備というところでおいて

はですね、今後ですけども、段階的ではございますが、暗かったりとか、先ほど言った冷たいと

ころとか、そういったところの改善というところで言えば、何らかの取り組みが必要ではないか

というところは認識は持っているところです。 

〔３番 久保田豊君〕ありがとうございます。認識はあられるわけですね。しっかりとその認識を踏

まえて。町長の方も観光というのに力を入れていきたいと。これはどこの町も。特に、有田の方

は力を入れるとか言わずでもいろんな県の主催のイベントがあることによって、本当にいろんな

お客様が見えられているし、おかげで多分来客数も増えているんじゃないかなと。やっぱり今、

全体的な日本全体の質というのが一番で観光客で挙げられているのがトイレがきれいだっていう

のが比較的上がっているんですよね。アンケートで。それはそうでしょうね。だからやっぱり何

を持って帰りたいってウォシュレットを持って帰りたいとかですね。あるんですよ。ヨーロッパ

の人たちも。向こうは硬水ですから、なかなか難しいところもあるんでしょうけど。だからそう

いう諸問題も含めてトイレっていう不可欠なんですね。僕は女性の気持ちになってみたら、やっ

ぱりトイレはきれいな方がいいし、豪華なトイレではなくてもやっぱり座るからには今言ったよ

うに冷たいトイレっていうのはびっくりするぐらい。今、そして家庭では比較的きれいなんです

よ。そのことを踏まえてトイレ問題はやっぱり女性の今、議員は誰もいませんけど、女性の気持

ちになってやっぱりそこは強く考えていくべきじゃないかなと。あと一つ、学校トイレというの

も比率的には前回も学校トイレも言ってますけど、改修工事等含めてまだあってないんですかね。 

〔今泉藤一郎議長〕学校教育課長。 

〔千代田学校教育課長〕学校につきましても、ここ数年、毎年どこかの学校ということで整備を進め

てきております。率にしまして、洋式化率６校合わせまして現在５２．３％、これにつきまして

も令和７年度、８年度におきまして、またさらに工事を進めていきたいと考えております。 

〔３番 久保田豊君〕ありがとうございます。本当、子どもさんも言える子どもと、言えない子ども

がある。お腹が痛いということで。今男性というか、子どもさんの男の子でも座ってする。座っ

て、なんかのコンビニで僕見たんですけど、コンビニのトイレで座ってするのがかっこいいとい

うことを貼ってある。シールに。見られたことありますか。びっくりしましたけど。だからそう

いう認識。多分立ってしたら飛び散らかすから座ってしなさいよということなのかなとは僕はそ

ういう認識をしてますけど。それ言ったら見たことあるっていう方が何人かおられました。この

中で誰もおられないですか。そのシール。ありますか。おられました。よかった。いないって言
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ったらいったらどうしようかと思って。波佐見かどっかでコンビニで見たんですね。近くだった

んです。だからやっぱりそういう認識のもとで、やっぱりトイレ、されどトイレで、やっぱりこ

この観光化に力を入れるということであればやっぱり洋式トイレ化、ウォシュレットも前回付け

ていただいて評判がいいらしいですけど、やっぱりそういう実績をやっぱり作り上げていく、何

も何かを形とは僕も思わないんですけど、やっぱりこの人口減の中で、コンパクトにしっかりと

そこはやっていただきたいなと。下の有田駅から踏切までの東出張所手前の踏切までが１箇所で

すか、あそこは仮設は、１箇所ですかね。課長、仮設、陶器市の仮設の１箇所ですよね。あれが

ちょっと数が少し僕は足りてないかなと。並ばれていましたので。平日はそうでもないんですけ

ど、日曜祭日はやっぱり並ばれています。だからそこも含めてあの距離的な問題で、いろんな方

が貸されているから若干は吸収しているんですけど、そこばっかりに甘えずにしっかりとそこは

補助をあと一つ、二つ増やして、男性の方は早いと思うんですね、あくまでも女性の方が並ばれ

ている率が多いですので。それとあと一つですね、防災トイレの活用をしていただきたいなと思

うんですけど、そこら辺はどうでしょうか。 

〔今泉藤一郎議長〕総務課長。 

〔川原総務課長〕防災トイレとおっしゃいますと。 

〔３番 久保田豊君〕コンテナトイレ、防災のコンテナトイレ。 

〔川原総務課長〕あの移動式のですね。 

〔３番 久保田豊君〕はい。 

〔川原総務課長〕移動式トイレの導入については、以前から複数の議員さんからご質問、要望をいた

だいているところです。こう言うと、また議員さんからちょっと前向きではないとおっしゃられ

るかもしれませんけれども、費用対効果、災害時以外の保管場所の確保と活用方法、あと維持管

理費用等を考えると未だ導入の検討には至っていないところでもあります。そのことを踏まえ、

代替手段といたしまして、防災用では今後は国の交付金を活用して令和８年度中にテント付きの

簡易トイレ一式を導入する予定とはしております。 

〔３番 久保田豊君〕防災に向けてということですね。やっぱり震災含めてその時に亡くなる方が多

いように思うんです。その後の対処方法、トイレの問題もそうらしいですけど、非常にそのこと

によって亡くなる方が、我慢して亡くなったり、いろんなことで起きてくると。これイタリアが

非常に先進国というかですね、防災に関してはできてまして。そういうことをここで言うのは割

愛しますけど。調べていただいて、町で調べてもなかなか国が動かなかったらそうでしょうけど、
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多分、国は国交省含めて今、いろんな課題としてイタリア等のどういうふうな対処方法、そして

キッチンカーも含めて新しい食事を出せるように震災後ですよ、出せるような方法論とか、非常

に学ばれているようですので、そういうことを踏まえて国とのやり取りを含めてそういうことを

トイレ問題も前向きに考えてほしいなと。何分予算を全面的に考えられたり、維持管理というの

もよくわかります。何かを付ければ維持管理は要るということも僕自身もよくそこは把握してい

るつもりなんですけど、あくまでもハードとソフトってあるわけですけど、両面の中でやるかや

らないかですから、やっていく。後ろ向きというのはですね、ちょっと方向転換が後ろ向きする

わけで全部前向きに行くわけですね。前に一歩でもこの本町が進んでいけるように、そして今後、

最後、今後の整備方針ということで少し課長の方からも答弁がありましたけど、国にもっともっ

と働きかけて、働きかけるということはそんだけ動力いりますので、今の各課の人員ではなかな

か難しいところはあるでしょうけど、非常に能力持たれてますから自分の能力を最大限に生かし

ていただいて、そしてこの町が住みやすいと、そして素敵な町だなと言われるようなですね、誇

りに思うような素晴らしい町ですので、もっともっとこの文化性が高い、そして文化性が高いと

いうことはそういうことも伴って初めて言われる問題ですので、負けないようにしっかりやって

いただきたいとなということで、これにて質疑を終わらせていただきます。今日はありがとうご

ざいました。 

〔今泉藤一郎議長〕３番議員 久保田豊君の一般質問が終わりました。１０分間休憩いたします。再

開を１０時５５分といたします。 

【休憩１０：４１】 

【再開１０：５５】 

 

〔今泉藤一郎議長〕再開します。１番議員 浦川和彦君。 

〔１番 浦川和彦君〕議長の許可を得ましたので、１番議員 浦川和彦、通告に従い質問をさせてい

ただきます。今回は中学校再編についてのみ質問をしていきたいと思います。まず、昨日、５番

議員から新校舎建設に伴う概算費用について質問がされました。この質問が出されたこと自体、

建設に向けて着実に進んでいることを示していると感じています。令和５年６月に設置された有

田町立小中学校適正規模適正配置審議会においては、有田の子どもたちにとってよりよい教育環

境とは何かを第一に議論がされ、答申がまとめられました。私も審議会を傍聴しましたが、現在

はその答申に沿って中学校統合に向けた取り組みが進められています。しかし一方で、地域の
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方々から不安や疑問の声も寄せられています。私はその進行のスピードに町民の理解が十分追い

ついていないのではないかと感じています。昨年１２月の文教厚生常任委員会では、情報発信の

工夫や広報のあり方についてさらに検討が必要ではないかと求めてきました。私自身も自分の会

報を通じて町が示している学校再編の考え方をお伝えしてきたところ、保護者の皆さんから西有

田中学校の老朽化、先ほど３番議員も言われましたけども、とりわけトイレなどの環境を見れば

１日も早い新校舎建設を望む声が強くありました。また、私がこれまで４回に渡り一般質問を重

ねてきた部活動地域移行に関連しても、このままでは子どもに合った部活動が将来も残るのか不

安である、中学校統合を早く進めてほしいという声も伺いました。さらにＰＴＡ懇談会に参加し

た折にも、若い保護者の皆さんから新しい学校の建設への期待感も多く寄せられています。賛否

両論です。ここに来て私は学校建設を後戻りさせようとは思っていません。町民の声を代弁する

立場としていくつか確認と提案を含め質問を行いたいと思いますがよろしいでしょうか。まず、

学校再編の意義について再確認をしたいと思います。事前通告では３点上げていますが、時間の

都合上確認だけさせていただきます。中学校統合を進める理由として、１つは少子化の進行、２

つ目に施設の老朽化、３つ目に中学校は教科担任制であるため、学級数が少ない場合、全教科に

必要な教職員を配置することは困難であること。４つ目に人間関係の固定化を避けるため、クラ

ス替えが可能なことを考える。中学校は１校に統合する。また、通学時間が概ね１時間を超えな

い範囲で、町の中央付近に建設する方向で検討を進められている理由で、理解でよろしいでしょ

うか。 

〔今泉藤一郎議長〕学校教育課長。 

〔千代田学校教育課長〕議員おっしゃるとおりの理解でよろしいかと思います。 

〔１番 浦川和彦君〕次に移ります。２点目の建設候補地の選定についてですが、まず評価方法や判

断基準はどのようにして選定をされたのでしょうか。 

〔今泉藤一郎議長〕学校教育課長。 

〔千代田学校教育課長〕まず、判断基準ですけども、利便性、それから安全性、それから実現性、そ

して周辺環境への配慮、以上４点を判断基準として候補地を選定しております。 

〔１番 浦川和彦君〕具体的に先ほど４点言われましたけども、その具体的な中身についてお願いし

ます。 

〔今泉藤一郎議長〕学校教育課長。 

〔千代田学校教育課長〕まず、利便性につきましては、生徒の通学負担の公平性、効率性。安全性に
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つきましては、災害リスクと通学路の環境。実現性につきましては、事業の確実性と経済合理性。

それから周辺環境への配慮としまして、近隣住民との共存という点で４点を判断基準としており

ます。 

〔１番 浦川和彦君〕わかりました。次に、住民説明会やアンケートにおいて出された意見や疑問は

どの程度集約をされているのでしょうか。 

〔今泉藤一郎議長〕学校教育課長。 

〔千代田学校教育課長〕住民アンケートを実施した際に、建設地を決める際に、特に重視すべき点と

いう項目でアンケートを実施しております。否定的な意見ではございませんけども、懸念事項や

要望といたしまして、通学環境の重視。例えば距離であるとか、坂道、安全性という意見が多く

寄せられております。一部で否定的意見といたしましては、公園機能の喪失、景観の重要性とい

う意見が少数ではございましたけどもございました。アンケートの自由意見といたしまして、肯

定的な意見といたしましては、統合への期待、早期迅速な計画の推進などが挙げられる一方で、

やはり否定的意見としまして、公園機能の喪失などが少数見られております。要望といたしまし

ては、通学手段、送迎、交通安全対策、教育環境内容の充実、施設設備の充実など多岐にわたる

意見が寄せられていました。なお、アンケートの分析からも通学、スクールバス、安全対策、教

育環境等の言葉が多く、これらの観点からの検討が重要になってくるということで考えておりま

す。以上です。 

〔１番 浦川和彦君〕ありがとうございます。先ほどですね、懸念事項とか、要望含めてそれぞれ出

されていますけども、具体的にまた後ほどですね、説明をしていきたいと、質問をしていきたい

と思います。次に移ります。私は、これまで一般質問や委員会で有田町の誇れる新しい学校に夢

と希望を抱き、前向きに建設的な意見を述べてきました。しかし一方で、建設予定地の第一候補

である歴史と文化の森公園については、地域の方々から疑問や不安の声も寄せられています。公

共施設の建設は単なる場所の決定ではなく、町の将来像を示す大きな意思決定です。なかなか難

しい議論ではありますが、丁寧に説明と理解が得られなければ将来に禍根を残すことにもなりか

ねません。言うまでもありませんが、この公園はかつて開催された世界焱の博覧会を契機に整備

され、公園として活用された施設です。当時の用地買収や整備に携わった方々の苦労を思えば、

簡単に学校建設用地へ転用してほしくないという声も寄せられています。また、この公園は町民

のみならず、佐世保市など町外からも多くの方が利用しており、広大で開放的な公園として長年

親しまれております。周辺地域を見てもこれほどの規模と環境を備えた公園は多くはありません。



 

 

14 

そのため、公園機能が縮小されることへの懸念や博覧会の歴史を持つ土地として大切に残してほ

しいという要望が出されています。そこでお尋ねです。１つ目に、この公園が持つ歴史的・象徴

的価値をどのように評価をしているのか。２つ目に、仮に公園機能が縮小される場合、現在の利

用実態や広域的な役割をどのように検証していくのか。以上について見解を教育長に求めます。 

〔今泉藤一郎議長〕教育長。 

〔吉永教育長〕お答えします。まず、この公園が持つ歴史的・象徴的な価値というところなんですけ

ども。私自身この公園については、博覧会が、大きな博覧会がこの有田で行われて、この場所で

行われたというすごく非常に感動的な展覧会ということで非常に感慨深いものがありました。ま

た、その後の公園につきましては、私自身が子どもを連れて遊んでみたり、また、教え子ととも

にこの公園でいろんな活動をしたり、そしてまた自分自身がウォーキングをして健康維持に努め

たり、そういう意味で非常に親しみ深い公園でもあります。その上でこの公園を学校の建設地に

するということを考えて、様々な方にお話を伺いました。この博覧会の開催についていろんな形

で携わった方、また公園を設立するためにいろんな形で携わった方、町の職員の方もいらっしゃ

いますし、議員の方もいらっしゃいます。県の職員の方もいらっしゃいます。そういった方たち

にいろいろお話を聞いてきたところ、やはりこの歴史と文化の森公園の歴史的な価値、そして象

徴的な価値というものは大変非常に意義深いものだなと思っているところです。そういった意味

で、この歴史と文化の森公園が有田のシンボル的な場所だなというのを私自身は感じているとこ

ろです。２つ目のご質問で、現在の利用状況や広域的な役割をどう検証しているかということな

んですけども。まず、私も何回もこの公園を訪れてどういうふうな使い方をされているのかって

いうのを何度となく見てまいりました。ちょっと今画面に映っているかと思いますけども。ちょ

うど噴水の場所から今ここには学校のちょっと用地が入ってますけども。噴水の場所から砂場の

方ですね、ここに道があります。この道から上側ですね、芝生広場と言われている部分、ここの

部分に遊具があって大きな芝生広場になっています。ここでは幼児、児童が遊具を利用したりボ

ール遊びや凧揚げをして遊んでいるところです。非常に利用度は高いなと思っております。また、

公園外側を走る道路、ここには老若男女といった方がよろしいでしょうか。お年寄りから若い方

までウォーキングやランニングをして健康づくりに励んでいる方もたくさんいらっしゃいます。

この図の一番下の方になりますけど、文化ホール。記念堂の方では各種イベント催し物があって、

主に休日ですけども、そこではたくさんの方がそこにいらっしゃってそういうイベントを楽しん

でいらっしゃるということに気づいております。ただ、今言った公園の中の真ん中の道路から下
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側の部分ですね、イベント広場、七福神の森、縄文の森といった辺りは、実はあまり人々がそこ

には使っていらっしゃらないという現状もあります。そういった意味で、この利用状況、広域的

な役割としては、使われている部分が少し限定的であるということと、使われている人達ってい

うのは、先ほどおっしゃったように、有田町内外ですね、町内外の方たちにも非常に愛されてい

る場所であるけども、場所的には使われている部分と使われていない部分も多少みられるという

ことです。後もう一つあるのは、この公園ができた当時、いろんな何とかの森とか、いろんなも

のがあったんですけども、その中のいくつかはもう枯れてしまったり、廃れてしまったりという

ことで、当時の公園機能としてはシンボル的なものですね、そういうものが少しずつ損失してい

る部分も見受けられるというところです。 

〔１番 浦川和彦君〕ありがとうございます。詳しくですねご説明をしていただきました。歴史的・

象徴的価値の意義深いシンボル的な存在であるとか、具体的な利用状況についてもですね、説明

していただきました。次にですね、先ほど課長の方からいくつか懸念事項について言われてまし

たので、懸念事項について質問をしていきたいと思います。通学における坂道対策や送迎時の交

通対策について具体的にどのように考えられているのかお尋ねします。 

〔今泉藤一郎議長〕学校教育課長。 

〔千代田学校教育課長〕まず、第１弾としまして、スクールバスの活用につきましては、通学利用以

外でも活用できないかというところも含めて今後検討していこうかということで考えております。

それから公共交通機関の補助につきましては、通学の距離であるとか、補助額等も今後検討して

いく必要があるのかなと。それからそれ以外の部分で自転車購入補助、これにはアシスト付きと

かそういったものも検討する余地があるのかなということで考えております。ただ、いずれにし

ましても、他市町の事例や財政面、財源面、そこら辺を含めたところで今後検討していく必要が

あるということで考えております。以上です。 

〔１番 浦川和彦君〕ありがとうございます。先ほど言われた自転車購入、アシスト付きの自転車の

購入の補助と言われましたけど、白石町もですね、中学校の統合の中でアシスト付きの補助をし

ているということも伺っています。それとですね、以前、私が提案をしました、曲川小学校の駐

車場敷地内に駐輪場を設け、下本公民館から登る道路右側の近道については検討をされているの

かですね。先ほどですね、スクールバスで通学利用以外でも利用を考えているということで言わ

れましたけども、例えば下の方に駐輪場を設けてそこに途中下車をしてそれから中学校まで移動

させるということを含めてなのかちょっとお願いします。 
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〔今泉藤一郎議長〕学校教育課長。 

〔千代田学校教育課長〕そうですね、スクールバスをどういうふうに利用して展開させているのが一

番子どもたちに負担がかからないのかそこら辺含めて考えていきたいと思っております。 

〔１番 浦川和彦君〕下本公民館からの登りについては。 

〔今泉藤一郎議長〕学校教育課長。 

〔千代田学校教育課長〕以前、議員さんから質問されました下本公民館あたりから学校に上がる道路

の整備はということで現在タブレットに出てます。ちょうど矢印がある辺り、現在冒険の森とい

う言い方をしておりますけども、以前はそこら辺通って上がってくる階段がございました。ただ、

最近は使われていない状況にありますけども、ただ、現在の公園の進入路といたしましたらもう

１箇所しかない状況でございますので、やはり安全対策の面からも複数が必要ではないかという

ことで考えております。また、ワークショップ等におきましても別のところからの進入路が考え

られないかという意見等も出ておりますので、そこら辺も総合的に検討してまいりたいと思って

おります。 

〔１番 浦川和彦君〕ありがとうございます。先ほど言われた、下本公民館から、私の娘たちももう

保育園の時からそこまで歩いて、いわゆる冒険の森まではですね、近いのでそういう形で行って

いたので、そこができれば本当に学校への通学の距離も短くてですね、短時間で通学できるので

はないかというふうに思っています。次にですね、遊具の移設、外周道路の確保、公園機能の位

置について現在想定している整備内容と規模の考えがあれば説明をお願いします。 

〔今泉藤一郎議長〕学校教育課長。 

〔千代田学校教育課長〕まず、遊具につきましては、現在出ているタブレットで言いますと、一番左

端、体育館辺り、体育館という表示がありますけども、実際、体育館がそこにできるというのは

ちょっと置いておきまして、ここら辺に遊具がたくさんあります。これをできるだけ駐車場から

近い辺りに、今の矢印あたりのところに移設ができないかということで今後検討していきたいと

思っております。それから外周道路や公園機能の維持につきましては、現在同様の利活用ができ

ないかというところも含め、公園管理担当課でもあります生涯学習課とも今後協議していこうと

いうことで考えております。以上です。 

〔１番 浦川和彦君〕ありがとうございます。次にですね、小学校の再編の在り方について質問を行

います。現在の再編案では中学校を１校に統合し、西有田中学校区内の２つの小学校を統合する

方向が示されています。しかし、将来的な少子化の進行を見据えた場合、２校を１校にするだけ
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で十分なのかという疑問の声もあります。町内には現在４つの小学校があります。将来の児童数

推計や町の財政状況を踏まえるならば、小学校４校を１校に統合し、小中一貫校とする選択肢も

検討すべきではないかという意見もあります。小中一貫校であれば校舎整備の効率化、教職員配

置の柔軟性、教育の連続性の確保、施設維持費の長期的抑制などの可能性も考えられます。昨年

１２月の文教厚生常任委員会で、私が小中一貫校の検討はあるのかと質問した際、その考えはな

いとの答弁がありました。しかし、なぜ検討をしないのかという具体的な理由については示され

ませんでした。そこで教育長に３つまとめてお尋ねをいたします。１つ目に、小中一貫校という

選択肢を正式に検討した経緯はあるのか。２つ目に、検討していないのであればその理由は何か。

３つ目に、将来的な児童生徒数推計と財政見通しを踏まえた場合でも小中一貫校は適切ではない

と判断する根拠は何かお答えをください。 

〔今泉藤一郎議長〕教育長。 

〔吉永教育長〕お答えします。まず、検討した経緯はあるかどうかということなんですけども。まず

再編についてはですね、令和３年からこの少子化と老朽化というのを受けて町内で検討が始まり

ました。その際には他市町のいろんな動向を見たり、そういう統合の状況を見たりということで

そういう調査から始まっております。この後、令和５年６月に適正規模適正配置の審議会を立ち

上げて学校再編について諮問をしております。その審議会の中ではいくつかこの小中一貫校とい

いますか、義務教育学校、これちょっと違うんですけども、形としてはまあまあ同じです。この

案として審議会の中で小中６校を一つにする案であるとか、西地区の中学校、小学校を一つにす

る案等も検討をされています。その検討をされた上で答申として、中学校は統合新築、小学校の

西地区の小学校についても統合新築という答申がなされたというところです。答申を受けた後も

ですね、うちらの方でも検討を進めましたけども、そういうこともできないかということで考え

ていましたけども、実際には、一番は、答申でもありましたが、地域コミュニティの希薄化、そ

して統合することによる学校の肥大化、あと、もう一つ言えるのが西地区の児童数の減というの

が少し鈍化している状況にあるんですね。来年度、曲川小学校の新１年生がこれまで１クラスで

ずっと来てたのがまた２クラスになります。そういった意味で人数の減の鈍化ということもあっ

て、すぐに小中一貫校と言われるものをするのは非常にここでは考えづらいということで一貫校

についての検討はされていますが、お答えしたとおり、考えはないということでお答えをしてい

るところです。この将来的な児童数、児童生徒数の推計と財政見通しを踏まえた上で、この小中

一貫校を適切ではないと判断する理由なんですけども、簡単に言いますと、まずは地域コミュニ
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ティというものを大事にしたいというのが一つ、あと、一つにしてしまうと小学１年生から本当

に一番遠い子で６ｋｍです。そこの場所から通学をするという負担ですね、そういったものもあ

ります。先ほどおっしゃったような一つの箱に入れてしまえばすべて使いまわせるんじゃないか、

効率がいいんじゃないかというお話なんですけど、今現在の学校の状況をお話しますと、今、小

学校全校合わせますと約１，０００人弱です。中学校が５００人弱です。簡単に言うと１，５０

０人規模の学校になるということです。じゃあ、佐賀県の中でそういう学校があるかということ

で調べてますと、小中一貫校、義務教育学校として、皆さんご存じの鳥栖市、鳥栖市じゃない、

多久市、多久市は義務教育学校としてますけども、一番大きな学校が中央校、東原庠舎中央校で

すが、そこは小中合わせて７５０人、７５０人です。７５０人なんですけども、教室の数、５０

学級、５０学級。先生の数が１１０人。校舎としては、校舎は別校舎なんですね、１敷地内に別

校舎なんです。体育館もそれぞれあります。これ７５０人規模ですので、これを有田町で考える

とその２倍要るということです。ですので、じゃあ、体育館を１つで、小中学校を一緒に体育館

も１つで使いまわすよなんていうことは絶対できないことなんですね。そういった意味で一つの

箱で全部を使いまわせるというような形での小中一貫校というのは今のところできないかなと思

っているところです。何よりもやはり西地区、東地区に１校、そういう地域コミュニティの核と

なる学校があるということが一つ大切なところかなと思っているところです。以上です。 

〔１番 浦川和彦君〕ありがとうございます。詳しく説明をしていただいたと思ってます。次にです

ね、大きな３点目に移ります。これまでの建設候補地や学校形態の議論は一旦置いて、今回は基

本構想、基本計画そのものについてお尋ねいたします。まず、新しい時代の学びを実現するため

に求められる機能や役割を踏まえ、町としてどのような学校像を目指しているのか、その基本的

な考え方についてです。少子化やＩＣＴ教育の進展、多様な子どもたちへの対応、防災拠点とし

ての機能など、これからの学校には従来以上の役割が求められてきます。単に新しい校舎を建て

るというだけでなく、どのような教育理念の下で整備を進めるのか明確なビジョンをお尋ねいた

します。 

〔今泉藤一郎議長〕学校教育課長。 

〔千代田学校教育課長〕これまでアンケートであるとか、ワークショップ等を行ってまいりまして、

その中で出された意見等を踏まえまして、キーワードとなる４点を見出しております。１点目に

豊かな自然に囲まれる、２点目に地域社会とつながり、３点目に未来へつながる、４点目に安心

できる学校、ということで、この４点を柱に基本理念や基本方針等を現在策定委員会を開催して



 

 

19 

おりますけども、この策定委員会の中で策定していくことということで考えております。以上で

す。 

〔１番 浦川和彦君〕ありがとうございます。具体的に４点上げられました。次にその学校像をです

ね、実現するために検討されている施設や設備、空間の具体的内容についてお尋ねします。１月

の下旬に文教厚生常任委員会として、千代田課長にも同行していただき、愛知県及び三重県の学

校を視察いたしました。いずれの学校も大変魅力的で先進的な取り組みがなされていました。例

えば学校建設前は、空き区画が目立ってた分譲地が学校整備後にはすべて埋まり、さらに生徒数

が２００名以上も増加した事例も紹介されました。学校建設が教育環境のみならず、まちづくり

にも大きく貢献している実例であると感じたところです。視察先では多目的に活用できるオープ

ンスペース、少人数指導や個別支援に対応できる教室の配置、ＩＣＴ環境の整備、地域交流スペ

ースの配置、地域住民も利用できる図書館の併用など、また災害時の避難所機能なども整備をさ

れていました。そこでお尋ねです。有田町においてはどのような施設、設備、空間整備を想定し

ているのか。施設規模及び配置計画案があれば視察の成果も踏まえて内容をお願いします。 

〔今泉藤一郎議長〕学校教育課長。 

〔千代田学校教育課長〕現在、策定中でありますので配置計画等はお示しすることができませんけど

も、これまで行いましたアンケート調査やワークショップで出された意見等を盛り込みまして、

例えば防犯カメラの設置であるとか、ウォーキングコースの整備等を含め、学校施設において地

域住民が利用できる空間、それから歴文公園との共存等を基本構想・基本計画策定委員会の中に

おいて検討をしておる次第です。また、開校時におきます生徒数約４５０名において、必要な諸

室等を現在の両中学校の先生方に意見をお聞きをしております。それから、現在の生徒における

アンケート調査、これ今実施中ですけども、そこら辺を元に今後協議をしていくことになると考

えております。なお、どちらにしましても最終的には設計を発注する段階で詳細を決定していく

ことになるかと考えております。以上です。 

〔１番 浦川和彦君〕ありがとうございます。図書館の併用とかは検討されているのかなと思うんで

すけど。例えば伊万里市とか、武雄市。素晴らしいですね、図書館ができてますけども。一つの

目玉として図書館。あと地域の人とが利用できるような図書館とかも含めて検討されているのか

どうかお願いします。 

〔今泉藤一郎議長〕学校教育課長。 

〔千代田学校教育課長〕図書館の住民開放と、一般の方も利用できるというのは一つの選択肢ではな
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いかということで考えております。しかしながら、学校が図書館を開放するという事例を見た時

に、やはり町にそこまで充実した図書館がないため学校の図書館を開放するといった事例もござ

いますので、町の図書館がしっかり整備できれば果たしてそこまでが必要であるのか、そういっ

た協議も必要になってくるのかなと思っております。 

〔１番 浦川和彦君〕ありがとうございます。最後の質問に移ります。学校建設に向けた合意形成を

今後どのように進めていくのかお尋ねします。今更何を言うかと思われるかもしれませんが、合

意形成とは反対の声が強く表面化してから行うものではなく、小さな不安や疑問の声を丁寧に受

け止めることから始まるものだと考えています。公園として親しまれてきた空間、記念堂という

歴史的・象徴的な場所、そこに日常を重ねてきた住民の思いもまた町にとって大切な財産です。

賛否両論ある中で、声の大きさだけでなく声の重さを受け止める。それが私たちの責任ではない

でしょうか。１日も早い建設を望む声も、場所に慎重な声も、どちらも子どもたちを思う気持ち

から出ています。その思いを対立で終わらせず、合意へとつなぐ努力が求められてきます。本当

に難しい問題ではありますが、教育長は合意形成についてどのような考えでしょうか。 

〔今泉藤一郎議長〕教育長。 

〔吉永教育長〕この合意形成につきましては、まず、議会の方に３月、昨年末ですね、お話をしまし

て皆さんのご了承を得て、この住民説明とか、そういう方法についてですね、進めていかせてい

ただいた次第です。その上で地域の方たちですけども、学校の老朽化、子どもたちの少子化とい

うことに関して学校再編を行う、特に中学校再編を行うということについては十分理解を得られ

ているところかなと感じています。半面、先ほどうちの課長が答弁したとおり、いろんな懸念点

もございます。特に建設候補地につきましては、皆さんがすべて納得されているというところで

はないかなと思ってます。それは、さまざまな懸念点があるからだと考えています。特にお子さ

んをお持ちの方、お孫さんをお持ちの方にしたら、先ほど言ったような通学の問題だとか、安全

の問題で懸念点は当然あられるかなと思います。でも、逆にそういった方達にとっては、ある程

度この公園を学校の敷地にするということを踏まえて懸念点を出されているというところで、あ

る程度の納得はいただいているのかなと感じています。そういった意味で、そのような皆様にも

今後、細かく進捗を伝えて、どうなっていくかということを、例えば、次の広報やホームページ

で細かく進捗を伝えていくことを続けていきたいと思いますし、必要に応じた情報提供というの

はどんどん行っていこうと考えています。住民説明等の開催予定というのは今から大きなものあ

りませんが、ただ、今後、学校、実際に動かす状況になったときに、例えば校歌はどうするのか、
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校章はどうするのか。一つになりますので新しいものになるということで、そういったものを考

える時、様々な問題が出てきます。そういったものは地域の皆様や学校の保護者、ＰＴＡ、そう

いった方たちとワークショップ等をしながらみんなで考えていくという形になるかと思います。

浦川議員がご心配されている方、私が想像するに学校建設そのものに反対されている方であった

り、この工事、歴文公園は絶対だめだっておっしゃっているような方も少なからずいるのは自分

も承知しております。そのすべてを納得していただかないと学校建設ができないというのであれ

ば、これはもうゼロに戻すしかありません。ただ、学校建設、この学校再編はもう待ったなしな

んですね。正直なところ、浦川議員さんもおっしゃられるとおり。ですので、私どもとしてはで

きる限り、今から検証、そしていろんな検討を行いながら、できるだけ早期に、より良いものを

子どもたちのために、そして町民のために作っていきつつ、最終的にそのできあがったものを、

良いものができたねって言っていただくようにしていくのが私たちの務めかなと思っています。

そのできあがったものを見ていただいて、使っていただいて、そういった反対をされた方も、あ

あ良いものできたねっておっしゃっていただく。そういうことを目指して私たち頑張ってまいり

たいと思います。以上です。 

〔１番 浦川和彦君〕ありがとうございます。計画が進んだこの段階において、不安や疑問の声が出

ているということは、これまでの説明や対話のあり方に課題があった可能性も否定はできないと

は思ってます。ですからそういう意味で、再度そういう話し合いの場ができればしていただきた

いと思いますし、私は計画を止めるとか、止めたいのではありません。将来に禍根を残さないた

めに丁寧な合意形成を求めているだけです。合意形成を図るには、町民の声に耳を傾け、そのこ

とを考え、最善を尽くす、その姿勢こそが合意形成につながる最善の近道だと私は思います。そ

ういうことを述べながら時間ちょっと余ってますけども、この辺で私の一般質問を終わりたいと

思います。ありがとうございました。 

〔今泉藤一郎議長〕１番議員 浦川和彦君の一般質問が終わりました。昼食のため休憩いたします。

再開を１３時といたします。 

【休憩１１：３６】 

【再開１３：００】 

 

〔今泉藤一郎議長〕再開します。昼食前に引き続き、一般質問を行います。９番議員 原田一宏君。 

〔９番 原田一宏君〕議長より許可を得ましたので、９番 原田一宏、通告に従い一般質問をさせて
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いただきます。通告では、１．令和７年度一般質問における答弁の検証と今後の対応について、

２．ふるさと納税についての２点質問を上げておりましたが、ちょっと順番を変えまして、最初

にふるさと納税を伺いまして、その後、７年一般質問における答弁の検証と今後の中でも、最初、

重層をいきまして、その後、順に検証と対応について伺っていく予定ですが、場合によっては順

番が飛ぶ場合もございますので、教育長はじめ担当課長、そこらへんよろしくお願いいたします。

では、一番最初、ふるさと納税についてですが、２０２５年６月２４日、総務省は、ふるさと納

税の指定基準の見直し等を発表し、２０２６年、今年の１０月からは返礼品に対し区域内で過半

の付加価値が生じていることが求められるなど、地場産品基準が厳格化されます。原材料や加工

の地域内実施、自治体の広報活動に資するグッズの要件明確化などにより地域経済への実質的な

貢献が重視されます。２０１９年６月には寄附額の３割以下の地場産品限定の規制が導入され、

一旦は競争が沈静化したかに見えましたが、近年、都市部の自治体が税収流出を防ぐために高額

な返礼品で再び寄附者を誘引し返礼品合戦が再熱しております。２０１９年の納税法改正（３割

ルールや地場産品基準の厳格化）での対応では、有田町も指導自治体となり心配されましたが、

その際も役場担当部署や受託事業者の商工会議所と協力して対応され、現在のふるさと納税の安

定した収入に努められてきたことは頭が下がる思いであります。さらに昨年、大幅に下がるので

はないかと思われたふるさと納税も今の担当スタッフの努力で１０億円を切ることなく済んだこ

とに対してもこれまた頭の下がる思いがいたしております。近年、寄附者を巡る競争が過熱し、

サイトごとに高いポイント還元を行う事例が増加し、寄附目的がポイント獲得に偏る傾向を是正

するために、先ほど述べたとおり、２０２５年１０月から仲介サイトの独自ポイントの付与は禁

止され、制度の健全化が図られている状況となりました。また、一部事業者で産地偽装や非地元

原料の混入が発覚し、制度の信頼性が損なわれました。これを受け、総務省は２０２６年１０月

から地場産品基準を厳格化し、原産地証明や付加価値の区域内算出を求め、地域ブランド保護を

強化するということになってまいりました。今まで、ふるさと納税では返礼品の価格設定や付加

価値の根拠が不明瞭な例が課題となっていましたが、新たな基準で製造者が区域内で価値の過半

が生じたことや一般販売価格を証明し、自治体がその内容を公表して透明性と信頼性の確保を図

ることになっており、ふるさと納税については返礼品３割以内の制限や寄附金の使途公表、総務

省による監査体制の強化などを通じて、全国の自治体が共通ルールで運用できる環境が整備され

ております。寄附者が安心して地域を応援できる持続的な制度運営を目指しているとされており

ます。そこで、地場産品基準、総務省の地場産品基準への対応、ここに画像でちょっと文書です
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けども、上げております。基準ということで上げておりますけど、本町として、ふるさと納税の

地場産品基準への対応はどのようになっているかお伺いいたします。 

〔今泉藤一郎議長〕総務課長。 

〔川原総務課長〕昨年６月の総務省通知において、地場産品の付加価値基準の明確化が通知されまし

た。内容は、議員がおっしゃったとおりで、これまでも返礼品として認められるのは商品の５

０％超が各自治体、有田町内で製造されているものとされていましたが、今回はその状況を詳ら

かにするため返礼品毎に町外で生じた費用について、令和８年１０月から町のホームページでの

公表を義務付け、公表していない商品については、返礼品として認めないとするものです。この

通知を受け、町ではふるさと納税業務先委託である有田商工会議所を通じて、昨年１０月に全返

礼品提供事業者への説明会を実施しました。今年の３月を目途に付加価値割合の証明書を作成い

ただくようにお願いをしているところです。また、返礼品を製造されている窯元へも同様のお知

らせを行っているところです。 

〔９番 原田一宏君〕今、窯元へも対応を行っていると、求めていると言われましたけれども、返礼

品納入業者の反応と対応というのは現在どのようになっているか、そこをちょっとお伺いします。 

〔今泉藤一郎議長〕総務課長。 

〔川原総務課長〕町への事業者からの直接の連絡はそう多くはありませんが、ふるさと納税サポート

センターを運営していただいてます有田商工会議所には、問い合わせや要望が寄せられたと報告

を受けております。内容としましては、要件の簡素化や基準の緩和を求めるものが多いと聞いて

おります。町の対応としましては、国の制度を逸脱すれば、昨年のみやき町や熊本県の山都町、

長崎県の雲仙市などのように、どのような経緯があったとしても認められずに指定を外されてし

まうという事例も起こっていることから、有田町全体のふるさと納税を考える時に、国の制度に

則った運用を行わざるを得ないと考えているところです。 

〔９番 原田一宏君〕それでですね、まず３番ですけども、肥前窯業圏としての対応と要望ですけど

も。皆さんご存じのとおり、有田焼は分業制で成り立っております。天草の陶石を塩田に搬入し、

陶土にしてから窯元や生地屋さんへまた搬入、そして成形、絵描き、焼成、上絵付などを施して

製品化するわけですが。分業制で成り立っている関係上、有田町にすべて製造者が存在している

わけではありませんし、生地屋さんが波佐見町であったりするわけでして、焼成も有田町のみな

らず近隣市町にある場合もございます。波佐見焼、三川内焼、伊万里焼はそれぞれ産地名が問題

視されたときに当該市町の焼き物としてブランド名化されてきております。しかし、山内町、武
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雄市山内町にある有田焼工業協同組合、通称「十社」といいます。今は少なくなっておりますけ

ども。そもそも、有田町の窯元が十社集まって共同窯で焼き物を作り、できあがった焼き物は有

田焼として卸問屋や小売り業者によって大都市をはじめ、全国津々浦々に販売されてきました。

生産高の約９割以上は有田地区の商社が扱ってきたといっても過言ではないと思います。このよ

うに有田焼というブランド名で肥前窯業圏は成り立ってきたと思いますし、現在、通称「十社」、

今、その時のメーカーさんは３社ぐらいにしかなっておりませんけども。厳密にいえば武雄市に

所在地があるので有田焼ではなく武雄焼となるかもしれませんが、歴史的背景や商取引の実態を

鑑みて総務省に実態の要望を出すべきと考えますが、この点どのように町としてお考えになって

おりますでしょうか。 

〔今泉藤一郎議長〕総務課長。 

〔川原総務課長〕議員さんがおっしゃるとおり、例えば全国の伝統工芸の産地でも同様の問題が起こ

っているのではないかと推察します。特に、規模が小さい町の単位では近隣の市町と協力して産

地が形成されているというところも多いのではないかと思うところです。ただ、このふるさと納

税の制度は国が地方税法に基づき実施している制度であり、利用を希望する自治体が指定申請を

行い、国の指定を受けて実施しているものです。法律の定める制度に則った運用をしなければな

らず、基準の厳格化がなされれば、それに沿った運用を行わざるを得ないと考えているところで

もございます。 

〔９番 原田一宏君〕担当課として、総務課長から今お話をいただきましたけども、実際のそういう

伝統工芸であるところを管轄している商工観光課として何かご意見はございますでしょうか。 

〔今泉藤一郎議長〕商工観光課長。 

〔堀江商工観光課長〕今回のふるさと納税の厳格化、明確化につきましては、肥前窯業圏の自治体内

からは特段の意見とか動きはあっていないという状況であります。先ほど、総務課長からも答弁

ありましたとおり、地場産品の基準化の明確化ということにつきましては、有田焼に限らず全国

の陶磁器産業の実態に照らし合わせますと、慎重な対応が求められる分野だという考えでありま

す。特に、この有田町は肥前窯業圏の中でも製造販売分業ということがありまして、そこはちょ

っと特異的な自治体という形が取れるんではないかと思っております。この有田焼、ふるさと納

税につきまして、有田焼なんですけれども、やはりこの自治体ではなくてですね、幅広い自治体

で対応していただけることが一番の理想かと思いますけれども、現時点におきましては、やはり

国の動向を慎重に見守ると、注視するしかないのかなというところであります。また今後ですね、
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要望等があれば新たな通知とか基準を待たざるを得ないのが実情ではないかと考えております。

肥前窯業圏の自治体もですね、有田が特異的なところではあるんですけれども、同様な考えでは

あろうと思いますので、他市町の動向にも注視しながらですね、担当課、総務課と情報共有をし

ていきたいと考えております。 

〔９番 原田一宏君〕今、肥前窯業圏ということで焼き物に特化したところでお話をいただきました

けれども、全国にはやはり各産地で伝統工芸がございます。同じような問題を抱えているところ

もおそらくあると思います。そこら辺も共通認識を持っていただいて対応するのがいいのかと思

いますけども、先日行われた衆院選で県選出の国会議員さんが衆議院総務委員長という役職に就

かれております。先々週ちょっとお会いする機会がありましたので、担当部署でもあるので、こ

の基準と有田の現状についてあらかた説明をさせていただきました。役場からも担当委員長であ

る国会議員さんに現状等、要望されてはと思いますがこの点どうですかね。要望等上げてもらえ

ますでしょうか。現状等含めて。したいと思いますか、思いませんかという判断でございますけ

ども。 

〔今泉藤一郎議長〕副町長。 

〔福田副町長〕総務常任委員長には選挙が終わった後はしておりません。 

〔９番 原田一宏君〕ぜひですね、４人の議員さんとともに現状を訴えておりますので、役場からも

多分連絡がいくと思いますので、対処の程よろしくお願いしますと伝えてありますので、ぜひ役

場からも後押しお願いしたいと思います。それでですね、今回の衆議院選とか、防災関係とか、

４月には町長選、町議選も行われることを考えますと、総務課、担当課である総務課の職務の激

務と言いますか、職務は想像を絶するものであります。１０億円を超えるふるさと納税、年末か

ら年明けのふるさと納税の業務であったり、１月からの衆院選、そして町長、町議選と立て続け

に職務遂行があります。職員の体調面や精神面を考えるとふるさと納税担当職員の増員、または

担当部署の異動や新たな設置というものは考えられないでしょうか。ちょっと伺いますけども。 

〔今泉藤一郎議長〕総務課長。 

〔川原総務課長〕今年は選挙が多くでですね、議員さんがおっしゃっていただいたとおり、激務が続

いているところも事実ではございますけれども、今後の体制につきましては、新体制になってか

らどのような体制が一番いいのかどうか検討を進める必要があると思っております。 

〔９番 原田一宏君〕ぜひですね、体力的なものよりも精神的なものというのが大きくなるかもしれ

ませんけど、もし精神的に病んだ場合は長期的な治療ということも必要にもなりますので、そこ
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ら辺考えてから体制、対応の程よろしくお願いします。ではですね、次に、一般質問の検証と対

応というところで、重層的支援体制整備事業についてお伺いをいたします。令和６年（１０月）

の調査時点で、令和７年度重層的支援体制整備事業実施予定市町村は、武雄、上峰など４７３自

治体で、移行準備自治体１８９、唐津、有田が上がっておりました。有田町は移行準備自治体で

移行準備事業では地域住民を含む町内外の幅広い関係機関との連携体制を構築するため、役割分

担や調整を行う他機関協働の取り組み、継続的支援の取り組みを行うとの答弁がございました。

そこで質問から半年経過しましたが現在の進捗はどのようになっておりますでしょうか。 

〔今泉藤一郎議長〕健康福祉課長。 

〔福山健康福祉課長〕現在までの進捗ということで７年度事業についてのちょっと説明をさせていた

だきたいと思います。令和７年度につきましては、重層的支援体制整備事業への移行支援事業を

取り組みました。具体的には地域住民を含む関係機関とともに、地域共生社会の実現及び包括的

な支援体制の整備のための手段を検討する取り組み、２つ目に、他機関協働の取り組み、３つ目

にアウトリーチ等を通じた継続的な支援の取り組みのうち、他機関協働とアウトリーチにつきま

しては、社会福祉協議会へ委託を行っております。実績につきましては、今年度末に報告される

予定となっております。町では既存制度では対応できない支援ニーズの把握や整理を行い、すべ

ての支援会議や重層支援会議には町の担当者も参加しているところでございます。 

〔９番 原田一宏君〕２番目ですけども、社協との役割分担及び連携、これは不可欠と思いますし、

業務委託契約を取り交わしているとのことで、共同歩調を取りながら継続的支援を進めていきた

いとも申されておりましたが、当初予算には重層支援の予算が組み込まれていないようです。予

算が組まれていなければ重層支援事業も進まないのではと思います。なぜ、予算が付かなかった

のかを含めて今後のことはどのように考えておられますか。お伺いをいたします。 

〔今泉藤一郎議長〕健康福祉課長。 

〔福山健康福祉課長〕今後のことについてになりますけれども、今後のことにつきましては、令和７

年度に移行支援事業と並行いたしまして、当町の現状と課題、重層事業の実施をする場合の体制、

関係機関との共通認識、令和８年度の本格実施に移行するのか等の重層事業に関する様々な事項

の検討を１年かけて行ってきました。検討につきましては、役場内、健康福祉課と子育て支援課

になりますけれども、での協議を重ね、または社会福祉協議会にも検討協議をお願いし、それぞ

れに課題、重層事業のメリット・デメリットを上げ、県から派遣されるアドバイザーの意見をい

ただきながら検討を進めてまいりました。町と社会福祉協議会と一緒に課題や目指すべき方向を
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共有できたことは今後の取り組みを進めていく上で大変有意義であったというふうに思います。

その結果ではございますけれども、令和８年度においては実施しないという結論に至っておりま

す。実施しない理由につきましては、まず１つ目といたしまして、現在、必要に応じ分野を横断

したケース会議を随時実施しております。重層事業へ移行した場合、このケース会議とは別に支

援調整会議を開き、さらに当事者から同意を得られてから重層会議を開くことになり、支援の調

整、会議の準備と事務処理に相当数の時間がとられることになります。支援の対象者には素早い

対応が必要な場合もあり、従来のケース会議で対応は十分取れるというふうに考えております。

２つ目に、令和８年度の重層的支援体制整備事業を実施するためには他機関協働に加えまして、

これに関連する１０の事業を一体的に実施しなければならないという点がございまして、実施す

るには健康福祉課内の組織体制の強化が必要であるというふうにも思っております。それで３つ

目に交付金につきましても令和８年度と６年度を比較した場合、３割を割る程度まで減額をされ、

今後も減額をされていく予測であることなどを考慮し、実施を見送ることにいたしました。また、

社協との役割分担と連携についてですけれども、まず、地域共生社会の実現に向け包括的な支援

体制の整備に努めることは市町村に義務づけられていますので、この制度の狭間でどうしても支

援に結びつかない案件があれば、それをカバーするための必要な対策として委託事業を実施する

ようにしていきたいと考えております。また、社会福祉協議会との連携につきましてもこれまで

以上に意思疎通を図るため、課内の組織体制を見直しながら連携を強化していきたいというふう

に考えております。社会福祉協議会の業務の強化のため、すでに取り組んでいる事業を磨き上げ、

新たに取り組むべき事業の必要性を社会福祉協議会とともに検討しながら進めていきたいと考え

ております。この重層事業ですけども、この重層事業は、包括的な支援体制の整備を進めていく

一つの手段であり、方法です。包括的な支援体制を構築するためには重層に限らず市町村ごとに

その方法は異なります。包括的支援体制の整備の先には地域住民が相互に人格と個人を尊重し合

いながら参加し、共生していく、地域共生社会の実現という目標があり、そこに向けた多様な取

り組みを続けていくことがこれからの社会には必要であるというふうに考えております。 

〔９番 原田一宏君〕大変有意義であったが実施しないという判断に至ったことに対して、なぜと思

うのは私ばかりではないかと思いますが。この件に関しまして追求していきますと時間も相当な

くなってきますのでちょっと次にいきますけども。相談支援、参加支援、地域づくりに係る事業

支援の３つの支援を一体的にかつ重層的に整備、実施することは、一つの支援機関では解決に導

くことが難しいような複雑な複合的な課題を持つ方、家庭をサポートするための体制を作る事業、
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誰一人残さない地域共生社会の構築というのが重層支援ですが、先ほど令和８年は実施しないと

申された。縦割り支援の隙間により孤立生活困窮が深刻化するリスクをどう認識されているか。

また、実際に重層的な支援が必要な方や可能性がある方もおられる。さらには重層支援のような

ことを実際にもう受けている方もいらっしゃると聞きますし、今現在重層的支援で動いている、

こういうことで３つ、４つあって、重層的な支援になっていますよということへの町への認識は

どのようになっているか、その２点お伺いいたします。 

〔今泉藤一郎議長〕健康福祉課長。 

〔福山健康福祉課長〕今、ちょっと議員が言われた２点の件につきましては、両方ともですね、重大

な大きな問題ということで十分認識をしているところでございます。 

〔９番 原田一宏君〕認識は認識としてどう対応するのかが問題となってきますけども。諸問題の解

決にはスピード感を持って臨まなければならないですが、どの制度にも当てはまらない方も存在

するというのも、先ほど申しましたように現実で。支援は、しかし支援はしなければならない。

支援をする上での裏付けも必要になって来る。つまり財源の確保の問題が生じてきます。先ほど

支援補助が減額されると言われましたが、国・県の補助や、もしくはふるさと納税の活用、地域

医療と福祉の充実に関する事業でもできるのではと思いますし、昨日の５番議員さんの質問で出

ました、地域福祉基金の活用も可能ではないかと思いますが、この点はどのようにお考えになっ

ておりますでしょうか。 

〔今泉藤一郎議長〕健康福祉課長。 

〔福山健康福祉課長〕この件につきましては、先ほど少し触れておりますけれども、この制度の狭間

でどうしても支援に結びつかない案件につきましては、それをカバーするための必要な対策とし

て、新たな委託事業を実施するよう町単独として新年度予算に計上をさせていただいているとこ

ろでございます。 

〔９番 原田一宏君〕それは重層というあれじゃなくて、別の名目で上がっているということですね。

それとたびたび言葉に出てきました。包括支援と他機関協働ですが、包括支援とは、対象は主に

６５歳以上の高齢者とその家族、目的は、住まい、医療、介護予防、生活支援が一体となった地

域包括ケアシステムを構築し、住み慣れた地域での生活を支えること。他機関協働とは、高齢、

障害、貧困、子育てなど複合的で複雑な課題を抱える住民に対し、複数の専門機関や地域住民が

分野の枠を超えて連携・協働し、包括的な支援を行う仕組みの厚労省推進の重層支援事業の中核

となる事業とあります。社協さんではですね、町の縦割り行政の支援からはみ出た複雑、複合的
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な課題がある方々をいかに支援していくかがこれからは大事であると言われておりましたが、重

層を止めることで支援が行き届かない方々が増えるのではと思う次第ですが、社協さんも重層を

進める形で動いていたと思います。既存の仕組みで完全にサポートできるか不安なところもあり

ます。今回の取りやめについて社協さんらと十分な協議はされたのか、私が得た情報では２回の

協議しか行われていないとのことですが、この点どうでしょう。 

〔今泉藤一郎議長〕健康福祉課長。 

〔福山健康福祉課長〕社会福祉協議会との協議の件についてですけれども、毎月１回社会福祉協議会

と健康福祉課、子育て支援課で定例会を実施しており、移行支援事業などを進めるにあたっての

情報共有や協議を行ってきております。また、担当レベルにおきましても、事業の進捗など数回

協議をされています。また、アドバイザー派遣事業において社会福祉協議会と町との協議の中で、

現在の課題を整理し、課題に向けた今後の方向性については共有ができたというふうに思ってお

ります。 

〔９番 原田一宏君〕既存制度事業はですね、既存制度として、拡充されることを望みます。また、

人に知られたくないという方もいらっしゃるので、実情を把握することは大変難しいと思います

が、複合的な問題を抱える方、家族への支援こそが重要と考えます。人的整備、予算の問題、

多々ありますでしょうか、重層の再検討、再事業化、もしくは有田版重層の整備と言いましょう

か、それも含めてですね、対応をお願いします。実際に支援が必要な方々がいるということをく

れぐれもお忘れなきようにお願いをいたします。それでは、続きまして、一般質問の答弁の検証

と今後の対応について、お待たせをいたしました。１番目、災害対応ですが、ちょっと時間の都

合上、文化体育館、泉山体育館、体育センターでは、常設の空調設備が備わっておりませんけど

も、それらの寒暖対応というものはどのようになっておりますでしょうか。 

〔今泉藤一郎議長〕総務課長。 

〔川原総務課長〕議員さんおっしゃるとおり、現在の指定避難所のうち体育館については空調がない

ため、生活環境がよいとはいえない状況でございます。体育館の空調設備の整備に向けては、所

管課である生涯学習課において既存の設備の改修が可能かどうか、また、町全体の施設管理計画

を見据えながら財源も含め現在検討をしている状況です。 

〔９番 原田一宏君〕今年度、来年か、８年の予算に体育センターの空調が、空調設備が整えられる

と載ってましたけども、これは事実ですよね。 

〔今泉藤一郎議長〕総務課長。 
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〔川原総務課長〕当初予算に計上させていただいております。 

〔９番 原田一宏君〕ほかの施設への設置を望むものでありますので、ぜひ設置の方よろしく。スポ

ットクーラーとか、スポット、なんですか、暖房では、そこの当たっている場所はいいですけど

も、ちょっと離れたところにコロナの時は特にですね、離れたところに避難されている方もいら

っしゃいました。そこら辺までやっぱり冷房であったり、暖房であったり届かないこともありま

すので避難したばっかりに風邪引いたとか、熱中症になったと言われないように対応の程よろし

くお願いをいたします。続きまして、防犯防災対応で、防犯カメラの役割が立川の事件等でも役

に立ったということでございましたが、県警からも防犯カメラの設置をお願いしたいという要望

が出ていると思いますが、その後、防犯カメラの新設、増設の状況はどのようになっております

でしょうか。 

〔今泉藤一郎議長〕総務課長。 

〔川原総務課長〕現在、町有施設に設置している防犯カメラは合計３８台。令和７年度の増設は残念

ながら行っておりません。既存設備の更新や施設の状況変化に合わせて設置が必要とされるとこ

ろについてはその都度検討を行っていきたいと考えております。 

〔９番 原田一宏君〕ぜひですね、一般の方々のところにも防犯カメラありますけども、やはりそれ

だけで足らない場合もございますので設置のほう前向きに検討していってほしいと思います。続

きまして、ちょっとすみません。飛びまして、中部小学校正門までの歩道の整備ということで、

まず、あそこの南原原宿線というものは、いつ完成するのか。まずそれからちょっとお伺いした

いんですけども。 

〔今泉藤一郎議長〕建設課長。 

〔丸田建設課長〕お答えいたします。南原原宿線、当初、令和７年度末完成予定ということでスター

トしておりまして、現在令和８年度末完成を目指して取り組んできております。現在は有田川を

横断する橋梁など、国道と県道の間の区間から工事を進めておりますが、取り付ける国道側と県

道側の改良工事も町が行うことになっております。国道側には三叉路の交差点を新設するため、

取り付け部前後約２００ｍの国道を改良する必要があります。県道についても三叉路から四叉路

に変更、四叉路の交差点にするため、三叉路の三方向について合計約２５０ｍ程度改良する必要

がございます。そこはまだこれからという状況になっております。国に対して新年度の交付金の

要望も行っておりますが、どの程度予算が配分されるのかまだ分からない状況であること。また

国道側との交差点取り付けの協議がまだ整ってはいないこと。工事が着手できるような状況にな
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ったとしても、国道、県道共に交通規制を伴う工事になることなどから、令和８年度末までの完

成は難しく、令和９年度にずれ込むことが見込まれる状況になっております。完成時期の目途は

まだ申し上げられませんけれども、引き続き、沿線住民の方々などのご理解、ご協力をいただき

ながら鋭意取り組んでいるところです。 

〔９番 原田一宏君〕令和８年度末は無理ということですね。 

〔今泉藤一郎議長〕建設課長。 

〔丸田建設課長〕そうですね、今は難しい状況となっております。 

〔９番 原田一宏君〕わかりました。１日も早い整備がされ開通されることを望むものであります。

６月の質問の答弁で、原宿交差点から中部小側に８５ｍは歩道整備の予定であるが、残りの１２

５ｍに関しては、県に対して可能な安全対策をお願いしていくとのことでした。この点、どのよ

うに、セミフラット方式ですかね、そういう感じでやられるとおっしゃってましたけども、その

後どうなっておりますでしょうか。 

〔今泉藤一郎議長〕建設課長。 

〔丸田建設課長〕お答えいたします。おっしゃられたとおり、原宿交差点から中部小学校正門に向け

て約８５ｍ区間は町の工事の中で取り組んでいくこととしておりまして、今後整備を進めていく

ようにしております。また残りの中部小学校正門まで１２５ｍの区間は町で整備できる範囲の外

側になりますので、県の方にお願いをしていきたいということで答弁しておりました。県への要

望については、県と町のお互いの事業の情報共有や意見交換を行う会議が毎年開催されておりま

して、今年度は、昨年７月に開催してあります。その中で県に対して様々な要望を行っているん

ですけれども、この歩道設置については町として優先順位が高い要望ですということで伝えてお

ります。県からは当該道路が都市計画の決定がされている道路で計画内容に対してこの歩道整備

の区間以外でもまだ未整備の箇所が残っているため、路線全体の今後の方向性を町と協議しなが

ら検討していく必要がありますということで回答をいただいてます。全体的な再検討が必要条件

になっておりますけども、中部小学校正門までの歩道整備については、現在県の中でも検討をし

ていただいているという状況です。 

〔９番 原田一宏君〕ぜひですね、強めの要望等を出されて１日も早い歩道整備ができるように対応

よろしくお願いいたします。続きまして、ｏｔｔａ（オッタ）を上げておりましたけども、子ど

もたちの安心安全のためのｏｔｔａ（オッタ）見守りサービスの登録者が少ないとのことでした。

無料サービスが終了すると同時に再登録しなかったりとか、放課後児童クラブ、学童に通ってい
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る児童は保護者がお迎えに来るとかいう理由でサービス利用が増えないとも伺っておりましたが、

登録者の増加は見込めるのか、または小６までの無償提供というのはできるのかどうか、そこを

お伺いをいたします。 

〔今泉藤一郎議長〕学校教育課長。 

〔千代田学校教育課長〕実際、登録率からいけば前回質問された６月とほぼ変わらず３４％という状

況でございます。無料ということもあって、推進はしておりますが、やはり先ほどおっしゃられ

たように送迎がすべて保護者さんが行かれるとか、放課後児童に行かれるとかいうところで年度

当初に加入してもすぐ解約されるといったケースも出てきております。現在、ここに経費は掛か

っておりませんので、しばらくは今の状態を維持していくのもありなのかなということで考えて

おります。ちなみに佐賀県でこのサービスを利用しているのが、有田町と佐賀市。佐賀市に確認

をしましたところ、佐賀市においても４０％程度ということでどこもあんまり変わった状態では

ないのかなということで理解をしております。以上です。 

〔９番 原田一宏君〕教育長所感は。 

〔今泉藤一郎議長〕教育長。 

〔吉永教育長〕こういう見守りサービスというのは非常に今の時代大切なものだなと思いつつも、や

はりじゃあそのサービスをどのように活用するかというのは保護者さんたちの一番課題かなと思

います。有田町にとって、この例えば見守りサービスのポイントですね。どこどこを通りました

よとかいうものが、数多く、ポイントが付けれるんであればまた違った形で親さんたちも非常に

助かるんでしょうけども、やはり有田町そういった意味で箇所がやっぱり少ないというのもあっ

て少し使用率が伸び悩んでいるという部分もあると思います。今後ですね、またこういうサービ

ス、また違った形でのサービスというのも増えていくと思いますし、今の放課後児童クラブ的な

ものもいろいろ拡充されたり、形を変えたりというのも今から考えられると思いますので、そう

いった意味で子どもたちが安心安全な登下校ができる形というのが今からも考えていきたいと思

います。 

〔９番 原田一宏君〕ありがとうございます。せっかく教育長が今答弁されましたので、ついでとい

ったらなんですけども、不登校の現状で、答弁で増加傾向と言われておりましたけれども、現状

というものはどのようになってますか。不登校の現状。 

〔今泉藤一郎議長〕学校教育課長。 

〔千代田学校教育課長〕やはり若干右肩上がりの状況にあります。１２月の答弁の時は、１０月現在
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の時の数字ということでお答えをさせていただいております。今回、１月末現在の数字をもって

きておりますけれども。小学校で１５名、前回からすれば４名増、中学校で３３名、前回から４

名の増という状況になります。 

〔９番 原田一宏君〕今後の指導体制ということで子どもたちや家庭とのつながりを持ち続けること

が一番の指導体制と考えると答弁されましたが、どのようなことをなさっているのかをちょっと

お伺いをいたします。 

〔今泉藤一郎議長〕教育長。 

〔吉永教育長〕この前答弁した際には、やっぱり子どもたちが自分はきちんと大人の方、例えば保護

者であったり、学校の先生であったり、もしかしたら、いろんな利用しているそういうサービス

のところであったり、やはりそういった意味で、子どもたちが自己肯定感を持って、自己肯定感、

自己有用感を持って生活ができるように。そして、自分が学校に行こうかなとか、どこどこ行こ

うかなと思った時にやはり行ける、そういう場所があるということが子どもたちにとって大切か

な思っているところです。そういった意味で、実際１月の報告で少し上がったという話がありま

したけども、実は改善した子もいるんですね。やはり小学校で２名、中学校で６名。ですので、

そういった意味で減少、全くなくなるということはないんですけれども、そういった方向で改善

することもありますし、２月の報告で学校に来ているけれども教室に入ってないお子さんという

ものがいらっしゃいます。学校で校内支援センターという形で指導をしておりますけども、そこ

の中にも中学生１日多い時は６～７人、そこで２時間とか３時間とか勉強したりとかですね、し

ているところであります。ですので、そういった意味で、受け皿っていうものは確実に１０年前

よりは進化しているかなと思いますので、こういった形で子どもたちが心落ち着ける場所である

とか、そういった行き場であるとか、そういったものをきちんと確保しながら指導をしていきた

いと思っています。 

〔９番 原田一宏君〕いじめによる不登校も発生しないとは言い切れないので、この２つの問題、慎

重に対応していただき、将来ある子どもたちが安心安全に学校生活を送れるように指導の方をよ

ろしくお願いいたします。有害鳥獣対策と災害に強いまちのＰＲ。一般質問で上げて、通告で上

げておりました。担当課長も答弁等を用意されておりましたと、いらっしゃると思いますけども、

何分時間があと１分２０秒ということで、また個人的にでもお伺いしたいと思いますので、その

際はぜひとも対応の程よろしくお願いしまして、私の一般質問を終わらせていただきます。あり

がとうございました。 



 

 

34 

〔今泉藤一郎議長〕９番議員 原田一宏君の一般質問が終わりました。１０分間休憩いたします。再

開を１３時５５分といたします。 

【休憩１３：４５】 

【再開１３：５５】 

 

〔今泉藤一郎議長〕再開します。１５番議員 松尾文則君。 

〔１５番 松尾文則君〕ただ今、議長の許可を得ましたので、１５番 松尾文則、一般質問をさせて

いただきます。今回の質問は、１．災害時の避難所について、２．防災井戸について、３．上水

道についての３本でございます。まず、１．災害時の避難場所について質問させていただきます。

近年、毎年のように異常気象による災害、風水害ですね、山火事、また地震等が多発しておりま

す。幸い、有田町では、近年大規模な災害に被災しておらず、町からの避難勧告による小規模な

避難状況でございます。令和元年と３年に武雄市、令和元年は武雄市です。３年は武雄市、大町

町、鹿島で大規模な水害の被害がございました。私、産業資源循環協会の役員をしておりますが、

この協会、県と各市町と災害協定を結んでおりまして、その協定に基づきまして、私どもの協会

が陣頭指揮をしている。それ以外に一般廃棄物の協会の皆様、建設業の皆様と一緒になって災害

復旧した経緯がございます。その中で、ごみが１箇所に集まるんですけども、そのごみを破砕す

る機械、機械は設置できるんですけども、それを回すための県の許可が長くかかるということで、

５年に一般質問をいたしまして、６年に条例の制定をしていただきました。そういうことで県で

は鳥栖市に次いで２番目ですけども、もし災害が起きたならばその辺の対応は経験上クリアでき

るというふうに考えております。今回は、もし災害があった場所の避難所についてですね、お聞

きをしたいと思っております。毎年のように地震や豪雨災害が発生し、対象地域の住民の方は避

難所への避難、災害が発生した場合は長期にわたる避難所生活となります。このような災害から

命を守るためには国による災害対策もさることながら、町民一人一人の災害に対する心構えや知

識と備えが重要になってまいります。平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災においては、

被災者の心身の機能低下や様々な疾患の発生、悪化がみられました。また、多くの高齢者や障害

のある方、妊産婦、乳幼児を抱えた家族等が被災されましたが、避難所のハード面の問題や他の

避難者との関係から自宅での生活を余儀なくされることも多くありました。これらの課題を受け、

平成２５年６月に災害基本法が改正され、避難所による良好な生活環境の確保に努めることが求

められ、避難所における良好な生活環境の確保に向けた取り組み指針が示されたところでござい
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ます。国では令和４年４月に避難所における良好な生活環境の確保に向けた取り組み指針「避難

所運営ガイドライン」、避難所におけるトイレの確保、運営ガイドラインが改定されております。

今回はこれらのことを踏まえて、有田町の取り組み、改善等をお聞きいたします。まず、現在有

田町において、指定避難所は何箇所あるのかお聞きいたします。 

〔今泉藤一郎議長〕総務課長。 

〔川原総務課長〕町の指定緊急避難所は現在１２箇所指定をしております。避難情報発令時の初期対

応としては、まず婦人の家、生涯学習センター、泉山体育館を開設し、災害の状況に応じて順次

ほかの避難所も追加で開設をしている状況です。そのほかに福祉避難所として４箇所指定を行っ

ている状況です。 

〔１５番 松尾文則君〕緊急時の指定緊急避難場所というのと、被災された方が一定期間生活する場

所としての指定避難場所との区別があると思うんですけども、この１２箇所はどのように分けて

おられますか。 

〔今泉藤一郎議長〕総務課長。 

〔川原総務課長〕お答えした１２箇所は、指定緊急避難場所、災害が起きそうな時に、避難情報を発

令した時に避難をいただく避難所として運営をしております。 

〔１５番 松尾文則君〕一定期間生活する場所としての指定避難場所というのはないということでい

いですかね。 

〔今泉藤一郎議長〕総務課長。 

〔川原総務課長〕これまで長期の避難というのを経験したことはございませんが、一旦はこの１２箇

所で受け入れをして順次検討が必要かと考えております。 

〔１５番 松尾文則君〕今まで調べてみますと、本町には旅館とかホテルはないんですけども、ある

市町ではあるホテル、旅館との協定を結ぶということもありますので今後検討していただきたい

と思います。続きまして、感染症対策についてお聞きいたします。まず、感染症対策はどのよう

に計画されておるのかをお聞きいたします。 

〔今泉藤一郎議長〕総務課長。 

〔川原総務課長〕コロナ禍以降、有田町避難所開設における感染症対応対策方針に基づいた対応をし

ております。避難所への入館時の手指消毒、マスクの着用と手洗いの励行、定期的な換気、また

感染症の流行状況に応じては入館時の検温も実施しているところです。 

〔１５番 松尾文則君〕感染症を発症された方のですね、個室確保や施設利用の導線計画等は立てら
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れておるのかお聞きいたします。 

〔今泉藤一郎議長〕総務課長。 

〔川原総務課長〕発熱などの症状があられる方については収容スペースを通常一人当たり２平米、２

㎡のところを４㎡とし、ほかの方との十分な距離を確保することとしております。また、段ボー

ルベッドや間仕切りを優先的に配布し、健康管理スペースの確保に努めているところです。 

〔１５番 松尾文則君〕もし感染症が発生した場合は、保健師の巡回訪問が必須でありましてですね、

体調面の健康診断、医師への報告など計画するようにとなっておりますが、この辺はどのように

計画されているのかお聞きいたします。 

〔今泉藤一郎議長〕総務課長。 

〔川原総務課長〕福祉保健センターには、福祉避難所として開設をいたしますけれども、そちらには

保健師が常駐しておりまして、必要に応じてそちらの避難所を利用していただくこととなります。 

〔１５番 松尾文則君〕続きまして、避難所の毛布、段ボールベッド等の生活必需品の確保は重要で

ございます。これらの確保数をまずお聞きしたいと思います。 

〔今泉藤一郎議長〕総務課長。 

〔川原総務課長〕現在、毛布を５００枚、段ボールベッド及び間仕切りは５０セット、それから発砲

ポリエチレン製のマットと、間仕切りのセットを１００組備蓄しております。 

〔１５番 松尾文則君〕組み立ての段ボールベッドはもっとあると思ったんですけど、５０セットで

すね。これ、僕見たことがあるんですけど、組み立てがなかなか難しいんですよ。この辺の訓練

等はもちろんやられていると思うんですがいかがでしょうかね。 

〔今泉藤一郎議長〕総務課長。 

〔川原総務課長〕段ボールベッドについては、以前、寄附、寄贈を受けたものでございます。その当

時、避難所の運営を基本職員で行いますので、職員が組み立ての説明会、職員向けの説明会を行

って、職員は組み立てをできるようにしている状況です。 

〔１５番 松尾文則君〕僕、たくさんあると思ってましたからね、ボランティアの皆さんまた民間の

協力体制をお願いしようと思ったら５０セットやったら職員さん大丈夫なんですかね。もうちょ

っと増やすべきだと思うんです。その辺のご検討はいかがでしょうか。 

〔今泉藤一郎議長〕総務課長。 

〔川原総務課長〕今、防災グッズといいますか、用品についても年々進化をしております。段ボール

ベッドも有効ではございますが、長期間保管するとなると湿気や劣化が心配されるところでござ
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います。最近は、よくテレビで避難所を見てみますと、ドーム型のテント等を利用されていると

ころも多いと思います。今後何が有用か必要かを検討しながら導入を検討したいと思います。 

〔１５番 松尾文則君〕先ほど感染症対策の中で２㎡から４㎡にしているということで、その辺の取

り組みはどうかということでお聞きしようと思ってましたが、答えが出ましたのでこの辺はいい

と思います。あと、女性の視点を踏まえたプライバシーの確保が重要だと思います。授乳や着替

えの場として簡易テントが必要となっておりますが、町の現状をお聞きしたいと思います。 

〔今泉藤一郎議長〕総務課長。 

〔川原総務課長〕避難所用に備蓄をしているポリエチレン製のマットについては、世帯ごとに組み立

てて間仕切りにすることも可能となっているためプライベートスペースの確保はできますが、高

さが１３０センチ程度なもので、完全なものではございません。避難所においては個室の確保と

いうのは難しいところもございますので、今後、先ほど申し上げた簡易テントの導入等で回避で

きればと思っているところです。 

〔１５番 松尾文則君〕現状では簡易テントはありますか。ない。 

〔今泉藤一郎議長〕総務課長。 

〔川原総務課長〕こちらも寄贈をいただいた２０セットがございます。 

〔１５番 松尾文則君〕それを使用すればいいですね。はいわかりました。続きまして、Ｗｉ－Ｆｉ

環境の整備、携帯電話等の充電ですね、手段の確保についてお聞きいたします。まず、避難所、

Ｗｉ－Ｆｉの設備はしておられるかどうかお聞きしたいと思います。 

〔今泉藤一郎議長〕総務課長。 

〔川原総務課長〕指定避難所１２箇所のうち、使用頻度の高い６箇所についてはＷｉ－Ｆｉを整備し

ております。 

〔１５番 松尾文則君〕あと、携帯電話の充電手段。これはまず発電機が大事だと思うんですけども

自家発電機等の保管等はいかがされておるかお聞きしたいと思います。 

〔今泉藤一郎議長〕総務課長。 

〔川原総務課長〕停電時等の対応としまして、発電機やポータブル電源としての蓄電池の備蓄も行っ

ております。庁舎及び福祉保健センターには常設の発電機を設置しております。そのほかの避難

所におきましては可搬式の発電機を投入することとなります。 

〔１５番 松尾文則君〕発電機については十分用意されているみたいですので安堵いたしました。現

在ですね、ＥⅤ、電気自動車を使用した連続給電の検討がなされて、これがすごく活用されてい
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るみたいです。この辺の検討されておるのかをお聞きしたいと思います。 

〔今泉藤一郎議長〕総務課長。 

〔川原総務課長〕まだその辺りの検討までは至っておりません。 

〔１５番 松尾文則君〕大体ですね、被災してから３日ぐらいで電力が復旧できる。最初の３日間が

大変ということなデータもありますので、その辺、今後、一番安価で利用しやすいのがＥＶとい

うことで出ておりますので、その辺の検討もお願いいたしたいと思います。避難所における良好

な生活環境の確保に向けた取り組みシーンに基づいた防災機能等の設備の確保についてお聞きい

たします。まず、備蓄食料、災害用食料品についてお聞きいたします。確保数と確保計画、入れ

替え周期、入れ替えた食品、水についてお聞きしたいと思います。 

〔今泉藤一郎議長〕総務課長。 

〔川原総務課長〕現在、食料の備蓄につきましては、アルファ化米が約２，４００袋、粉ミルクを２

４缶、飲料水は５００ｍＬを１，５００本、２Ｌの水を２，０００本備蓄をしております。今後

の確保計画についてですが、県の整備要領に基づき行っておりますけれども、食料品については、

概ね人口の５％の１日分を目安とするとなっております。有田町で換算しますと、１日分で８，

２００食、３食で８，２００食となりますが、費用、保管場所等の課題もあり、目標にはまだ達

してない状況です。また、さらに県の要領が来年度令和８年４月１日に改正され、３日分の備蓄

を目標と変更になる予定であるため、今後も検討をする必要があると考えています。また、入れ

替え周期、入れ替えた食料品、水の取り扱いについてですけれども。入れ替え周期は保存期限を

見ながら概ね５年から７年周期で入れ替えを行っております。この入れ替えた食料品については、

保存期限の近いものについては地域の防災訓練の際に活用したり、フードバンクへの提供なども

行っています。飲料水につきましては、飲料用として賞味期限は切れますけれども、生活用水と

しての活用ができますので、そのまま生活用水として保管をしております。 

〔１５番 松尾文則君〕入れ替えた食料品等につきましては、そのように各地区によってアルファ米

とか、僕も試食したことあるんですけども、その辺で無駄にならにようにあれも作り方も勉強に

なりますし、その辺はやっておられるということで安堵しました。以上で、１番目の質問は終わ

ります。すみません、もう一つありました。携帯トイレの確保数と、移動式トイレについてお聞

きしたいと思います。 

〔今泉藤一郎議長〕総務課長。 

〔川原総務課長〕携帯トイレにつきましては、現在３，０００回分の備蓄がございます。移動式トイ
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レの導入に対しては先ほど３番議員さんからもご質問いただいたところですが、費用対効果等を

考えて現在導入には至っておりません。ただ、令和８年度中に携帯トイレの代替手段として簡易

トイレ一式、１５台の整備を予定して国への申請を行っているところです。 

〔１５番 松尾文則君〕移動式のトイレの購入につきましては、１月でしたか、基山町で移動式トイ

レが購入されました。なかなかですね、費用対効果って言われますと、あんまり言えないんです

けども。僕はこの前、このトイレの購入については１年前に質問しまして、県内一緒には避難は、

災害は無いと思いますから、県にお願いしてですね、県に購入していただいてそれを各市町で使

わせてもらったらいいんじゃないですかということで提案をしとったんですけども、その後、そ

の辺の検討は県との折衝はあったかお聞きしたいと思いますが。 

〔今泉藤一郎議長〕総務課長。 

〔川原総務課長〕県との直接の折衝は行っておりませんけれども、この移動式トイレを導入される際

は、近隣の被災市町への移動をして連携をするということも考えられております。 

〔１５番 松尾文則君〕費用対効果で購入できないということであればですね、僕が言ったように県

との相談もしながら検討していただければ一歩も二歩も前進すると思いますので、その辺の検討、

話し合いを持たれることをですねお願いして１番の項目は終わりたいと思います。続きまして、

防災井戸についてでございます。２年前に一般質問しました。１１月にやっとアンケートが出さ

れております。大規模な災害が発生した際に生活用水の確保が必要となります。町では使用可能

な井戸の数、所在地、所有者、水量、使用状況などを把握し、災害時に地下水（井戸）を利用さ

れている皆様の井戸を災害用井戸として地域住民の生活用水確保のために活用させていただくこ

とを検討しております。調査への協力をお願いしますということで、前向きに検討された結果の

調査と思ってます。このアンケート調査について現在の状況をお聞きしたいと思います。 

〔今泉藤一郎議長〕総務課長。 

〔川原総務課長〕現在、各区で調査票の取りまとめを行っていただいている最中で、３月末を目途に

回答が出揃う予定です。その後集計を行い、６月の総区長・区長合同会議にて報告し、今後の対

応について検討を行いたいと考えています。 

〔１５番 松尾文則君〕今後の対応は活用する方向で進めてられるのか、ちょっとその辺はいかが考

えておられるのかお聞きしたいと思います。 

〔今泉藤一郎議長〕総務課長。 

〔川原総務課長〕防災井戸の活用検討における課題としてはいくつか挙げられます。一つ目に水質の
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安全性。災害により水質が変わる可能性もあるため、飲料用ではなく生活用水に限定しての活用

が必要と考えているところです。特に洪水の後は、汚染リスクは高まるとも考えられます。２つ

目に水量の確保です。今、十分に水はあるが、災害時の必要な時にはもしかしたら水脈は変わっ

て水が足りなくなり、ほかの世帯の分まで賄いきれないということも考えられます。３つ目に維

持管理ですが、平時から使用していない場合、ポンプの故障、また停電時には使えないことも想

定されます。さらに今は管理者がおられても将来的に管理者が変更や不在となることもあるかも

しれません。このほかにも実際の活用時にはさまざまな課題が出てくるものと思われます。今回

の井戸調査で各地区のどこにどれだけの数の協力いただける井戸があるかの把握はできたと思い

ます。ただ、今回の調査はあくまでも善意による個人井戸の協力であるため、各地区で必要とな

った場合には再度その状況に応じての確認や検討が必要になろうかと考えているところです。 

〔１５番 松尾文則君〕なかなかハードルが高いような面もございますが、今年のように渇水、やっ

とダムも６５％ぐらいに水量が増えましたけども、本当に節水対策を立ち上げなければいけない

ような状況になっておりますので、その辺を考えるとですね、防災井戸は必要だと思いますので、

その辺データ見ながら前向きな検討をお願いしてこの質問を終わりたいと思います。続きまして、

３．上水道についてでございます。これ、北ノ川内の南岳地区の水道についてでございます。水

道が住んでいる土地で未設置地区があるということは、町民生活に差異があるということであっ

てはならないということで、１０年前に一般質問でお願いしまして、令和４年にですね、ろ過装

置等を設置していただいて現状に至っております。その後、林道の公共工事の後、おそらく水の

流れが変わったようで水量が少なくなったり、特に渇水期には今年になってから風呂にも入れな

いと、洗濯もならないんですよ、ということで地元の方々から陳情がございました。私も早速現

地に行きまして現状も見てまいりました。地元の方とヒアリングも行い、現在、そのろ過装置の

近くに５０ｍ離れたところから水が出ていると。水みちが変わっておるということで、そこの水

源にタンクを置きポンプアップして今のろ過装置まで汲み上げたら解決できそうだということを

お聞きしました。当初は水が枯渇してボーリングでも考えなければいけないのかなと思ったとこ

ろ、水の確保ができるということで、ボーリングをすれば掘ってみないと出るか出ないかわから

ないというリスクも負って本当に価格もかかる、上がるんですけども、その辺でですね、タンク

とポンプによって、あと維持管理は自分たちでやられるということもお聞きしておりますので、

その辺はですね、役場でその辺の装置の補填はすべきだと思うんですけども、この件については

いかがお考えかお聞きいたします。 
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〔今泉藤一郎議長〕上下水道課長。 

〔井筒上下水道課長〕ご質問の中で水道の給水区域、区域外で差異があってはいけないという形で今

ご質問をいただいて１０年前から要望されて、北岳ですかね、整備ができたと、南岳ですか、整

備ができたいというお話でした。当然給水区域、給水区域外でやはり差異があってはいけないと

いうことで、生活する上で非常に必要な生活用水を確保するため、本町では９０％の補助を行う

生活用水給水施設整備補助金交付要綱というのを設置しております。なので、当該区域の状況を

確認しまして、この補助金の交付要綱に合致するものであれば生活用水の確保のことなので、全

然予算化できる、対処できるものとは考えておるところです。 

〔１５番 松尾文則君〕本当に良い予算があるということで安心しました。このところですね、各地

区を歩いて回っているんですけども、意外と未設置地区、地域多いですよね。これが契機でお金

をいっぱい使わんばという考えじゃなくて、未設置地域の方にはある程度その辺の補填をしなが

ら水道、山水を取っての利用なんですけど、その辺は町としてですね、相談があればその辺を対

処していきたいと思うんですが、この件について課長はいかが考えられますか。 

〔今泉藤一郎議長〕上下水道課長。 

〔井筒上下水道課長〕当然、生活する上で生活用水は非常に重要なものという考え方で補助要綱を設

置しております。ただ、その中で水道水につきましては、水道で、浄水場で精製して水を皆様方

にお送りして、その料金をいただいておるという状況になっております。なので水道事業として

は、料金を頂いているところの、料金を頂いて維持管理をやっているところでございます。今度、

未給水区域、水道が通ってないところにつきましては、先ほどの補助事業で、ろ過装置でありま

すとか、フィルターでありますとか、そういったものを整備しておりますけれども、そこについ

ては先ほど言いました山水でありますとか、ボーリングを掘って水を確保するとか、元々水源が

ちょっと変わってきておりますので水道水自体、すいません、水道料自体を徴収しているもので

はございません。なので、補助事業で設置はしますけれども、後の維持とかはやっていただいて

おると。そこの中で当然毎月の維持と違って機械の更新でありますとか、そういったものにお金

が必要になる場合もございます。その場合には当然先ほど言いました、先ほどの要綱に基づいて、

全然趣旨が合っているのであれば予算を組むことも可能かとは考えます。ただし、先ほど言いま

したとおり、水道事業はあくまでも使用者の方々から頂いている料金なので、この場合について

は水道企業ではなくて一般会計でやはり予算化をするべきものかとは考えております。 

〔１５番 松尾文則君〕有田の町民すべてが平等にですね、なるようによろしくお願いしたいと思い
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ます。高いところまで水道引っ張ったら何億円のお金がかかるんですよ。それを我慢していらっ

しゃるということでですね、むやみやたらに使うんじゃないんですよ。その辺のは自分たちで自

助努力をされておりますので、その辺の検討もお願いできたらと思います。よろしくお願いした

いと思います。次に、近年、水道管、今日に限っては水道、上水道の話をさせていただきますけ

ども、老朽管の破裂によって、本当、全国各地で漏水事故の報道が絶えません。前回の委員会で

は私どもどのような計画をもって老朽管の布設替えをしているのかということで課長にお聞きし

た経緯がございます。町民の皆様も不安に思われておると思いますので、現在の老朽管の布設替

えの計画、年間どれぐらいで、どれぐらいのメートル数を布設替えしていくのか、計画があられ

たら報告をお願いしたいと思います。 

〔今泉藤一郎議長〕上下水道課長。 

〔井筒上下水道課長〕老朽管の布設替えの計画でございますけれども、確かに前は、以前は、私ども

の職員も相当ベテランがおりましたので、その方々の経験に基づいて単年度、単年度で漏水管の

更新計画を立てておったところです。しかしながら、やはり、どんどんどんどん職員も減ってき

まして、経験職だけではなかなか難しいという状況になっておりますので、令和３年度末に長期

の更新計画というのを作成しております。この長期の更新計画からさらに実際の運用に基づく計

画にするために令和６年度に中期の更新計画というのを定めております。この中期の更新計画と

いうのは水道の入っている道路の路線ごとに１０ヶ年ごとの計画を定めていくんですけれども、

この１０ヶ年の計画を定める際に、布設年度、漏水の履歴、管の種類、水圧、埋設地の土質など

を加味したＡＩ診断というのを行いまして、その中で優先度をつけて中期計画を作っていると。

なので後は予算の問題もありますけれども、毎年何メートルとかやる計画ではなく優先度の高い

順位に更新計画を作って、それに基づいて布設替えをやっているという状況になっております。 

〔１５番 松尾文則君〕１０年計画で、ある程度今、中期になってますけども、計画をもって漏水管

の布設替えは行っていただくということですので、町の漏水が出ないことを思いまして私の一般

質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 

〔今泉藤一郎議長〕１５番議員 松尾文則君の一般質問が終わりました。１０分間休憩いたします。

再開を１４時４０分といたします。 

【休憩１４：２８】 

【再開１４：４０】 
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〔今泉藤一郎議長〕再開します。６番議員 樋渡徹君。 

〔６番 樋渡徹君〕ただ今、議長の承認を得ましたので、通告に従い一般質問をさせていただきます。

今回は、質問事項といたしまして、西地区の文化財保全についてということでお尋ねをいたしま

す。まず１番目に、坂の下遺跡についてですが、質問に入る前に、坂の下遺跡に関して若干の説

明をしたいと思います。西有田町史によりますと、昭和４２年、約５０年前に西有田町縄文遺跡

発掘調査委員会が組織され、国見山麓にある中尾岳洞穴、それから伊古石遺跡、坂の元遺跡、こ

れは切口にあるそうですけども、などが発掘されております。中尾岳洞穴っていうの私行ったこ

とないんですけど、盗人岩と言われてる洞穴かなというふうにちょっと思っているんですけど。

これらの調査で、旧石器時代や縄文時代における先人の文化や生活様式をうかがわせる貴重な資

料が採集されたというふうにあります。この中で注目された話題として、山本地区の坂の下遺跡

の食料貯蔵庫から発見されたアラカシの実から発芽した２本が、九州大学放射性同位元素実験室

によって３，９８４年以前のものと推定されたことが話題になったというふうに書いてあります。

昭和４３年の７月１７日の佐賀新聞は、４，０００年前のカシの実が発芽という見出しで次のよ

うな記事が載せてあります。前半ちょっと一部省略しますが、縄文中期の土器類約７００点とと

もに、竪穴式住居遺跡の地下１．５メートルにあった食物貯蔵庫からカシの実が大ザル４～５杯

分も出てきた。このカシの実は４～５，０００年昔に住民が主食にしていたらしいと発掘にあた

った木下県文化財係長らが言っている。続いてですね、カシの実の発芽の経緯についてずっと書

かれているんですけど、当時この発掘に携わっておられた方がこの大ザル４～５杯分のカシの実

ですね、これを一旦持ち帰ってこれを水で洗ってですね、瓶に保管していたところ、その中の２

本が芽を出して、最終的には１本は枯れまして、１本が成長して佐賀の県立博物館に植えてあっ

て、それが現在も実を落とすような大きな木になっているということらしいです。ドングリの貯

蔵穴は、内面に粘土を貼り付け底部には木片や木の葉を敷き詰めて、そこにドングリを詰めてい

たことの状態や土器なども出土したことが書かれております。また、ウルシ科のチャンチンモド

キなども確認されているとあります。このチャンチンモドキは、果実も種も食用になると記載さ

れております。チャンチンモドキは現在の日本では九州に稀に自生する絶滅危惧種となっていて、

イチョウと同じ雌雄異株、いわゆる雄の木と雌の木があるということですね。過去、この縄文時

代から現在までにあった寒冷化ですね、寒冷化により絶滅したんではないかと言われているんで

すけども、町内では生息が確認できていなかったチャンチンモドキが現在は熊本で採取された種

子から復活をしております。それがですね、ここにちょっとありますけども、熊本県の菊池高校
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のチャンチンモドキというのがございまして、これが菊池市の指定文化財に指定されております。

ここにありますように、指定日は昭和５３年２月２日、所在地は菊池市、これくま、なんて読む

んで、くまふって読むんでしょうかね。菊池高校ですね、いわゆる菊池高校の校庭に生えている

わけですけども、ここの木があるということを調べられた方がちょうどチャンチンモドキの実が

落ちる時に採取されて、苗を育てられた経緯があります。私たちは当時国見縄文の森委員会とい

う国見山山系の山林とかを保全するというような作業をやろうということで委員会を作って活動

をしていたわけですけども、そちらの委員会の方にこの苗木を分けていただいたものですから、

町内３箇所に、４箇所か、４箇所に植樹をしたところが上手いところ根付いて現在、町内３箇所

に生息しています。この３箇所に植樹されたチャンチンモドキはですね、２本だけ、雌の木、雌

雄の雌の木が確認され、最近、２～３年前から果実が付くまでに成長しています。この木を育て

てきた感想ではですね、１０本に１本ぐらいしか雌の木がないもんですから、まあなんていいま

すか、あまり実がなる木が発生しないんではないかということでひょっとしたら絶滅危惧種みた

いになった可能性もあります。そこでですね、この坂の下遺跡というのは写真にもありますよう

に正面に広がっている今麦畑なんですけど、ここの中にあったわけですね。通常、こういう重要

な遺跡が発掘された場合は埋め戻しとかをして、保存をされるわけですけども、当時、まだそう

いう意識が町内になかったかどうかわかりませんが、この住居跡とかを全部なんていうかな、土

砂をほかに移して、現在田んぼになっているもんですから、ここにちょっとありますけど、ここ

ですね。この範囲ですね。これが今映ってた麦畑なんですけど、ここになんか遺跡みたいな形が

ありますけど、ここが全部切り取られてしまっている状況なんですね。それで、現在は水田のと

ころの手前にこういう案内板が設置されています。それで、質問に移りたいと思いますが、まず

①として、この坂の下遺跡については、町内に住まわれている方も場所とかご存じない方もいら

っしゃると思うんですけど、町外から訪問される方への場所を周知する方法が何かないものかと

いうことで１点目の質問をしたいと思います。 

〔今泉藤一郎議長〕文化財課長。 

〔山口文化財課長〕ご質問の件ですけど、今、町のホームページからアクセスすることができる歴史

民俗資料館のホームページ内で検索することは可能です。ただ、所在地も掲載しておりますので

それをもとにスマホとか、カーナビで行くこともできるかと思います。ただですね、現地付近は

言われたとおり、田んぼとか畑とか広大に広がっていますのでわかりにくいのが現状です。ただ、

今表示が、ここ坂の下遺跡の目の前にしかないものでわかりにくいのはもう了解しておりますの
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で、今、山本公民館の近く、どことはちょっとはっきり言えないんですけど、もう１本、２本ぐ

らいは手前の方に表示板なり検討していきたいとは考えております。 

〔６番 樋渡徹君〕課長はこの場所は認識なされていますか。 

〔山口文化財課長〕もちろん知ってます。 

〔６番 樋渡徹君〕なんでこの質問をしたかと言いますとですね、ホームページを多分見られたんだ

と思うんですけど、地区外の方からですね、電話がありまして、場所はどこですかみたいな、探

してみたけど分からないというふうな連絡をいただいたもんですからね、この①番の質問をさせ

ていただきました。それから②の質問ですけれども、この案内板の中にですね、どこかな、ここ

ですね。ここに、チャンチンモドキのことがちょっと書いてあるんですね。ウルシ科のチャンチ

ンモドキなども確認されているということで書いてあります。チャンチンモドキってなんだろう

みたいな感じですよね。非常に絶滅危惧種と言われるほど数が少ないもんですから、このチャン

チンモドキについては先ほどおっしゃったホームページにも紹介されているんですかね。 

〔今泉藤一郎議長〕文化財課長。 

〔山口文化財課長〕町のホームページには紹介しておりません。 

〔６番 樋渡徹君〕ないですね。先ほど紹介しましたように菊池高校にはあるということで一応説明

ありますよと、見に行かれたら行きたいと思われたらというふうなもう何年も前に案内をしたこ

とがありますけど。現在はですね、町内に子どもというか、苗が育っているところが３箇所あり

ますので、それも合わせてホームページに上げていただくといいのかなということでここで質問

をしました。③も説明板に書いてあるチャンチンモドキに興味を持たれて見れる場所の問い合わ

せもあっているが、その周知についてはどうかということでなんですけど、坂の下遺跡の近くに

植樹をすることができないかということで思うわけですけど、このことについてはいかがでしょ

うか。 

〔今泉藤一郎議長〕文化財課長。 

〔山口文化財課長〕坂の下遺跡の近くということであれば、役場の方では特に何も検討はしておりま

せんけれど、個人さんで民間と土地の中で種まいてしたいということであれば特に町が言うこと

でもありませんので。 

〔６番 樋渡徹君〕関わりたくないということで。 

〔山口文化財課長〕いやいや関わりたくないというか、特に何も文化財指定でもなんでもありません

ので、それは町が関わることではないと思いますけど。 
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〔６番 樋渡徹君〕一応、お考えはわかりましたけどもね。私がちょっと思うにはですね。観光とか、

町内人口の増加対策もなかなか難しい状況で今あると思うんですけど、今、進行中であります竜

門のオートキャンプ場なんかはですね、多額の予算で造成が進んでいて、これからなんですかね、

オートキャンプを利用される方も増えるとは思うんですけど。こういうところに来られる方はで

すね、町外から来られると思うんで、先ほどちょっと説明も致しましたけど、町内にこういう縄

文時代の人々がですね、住んでいたというそういう形跡が残っているわけなんですけど、こうい

うところのなんていいますか、見て回るというか、言い方ちょっと難しいですけど、そういうこ

とにも利用できるんじゃないか。そして昔の人がそんなところに住んでいるんだったら有田町は

生活がしやすいというか、良いところだよねっていうふうに思っていただければですね、移住者

も増えるんじゃないかということをちょっと思ったもんですから、ここでちょっと申し上げまし

たけど。なんか上手いところＰＲのやり方があれば人口増で町の発展にもつながるのではないか

と思いまして質問をさせていただきました。（２）に移りたいと思います。狩場のタブノキです。

これは今申しました、坂の下遺跡からあまり離れていないところに町の天然記念物としてあるわ

けですね。指定は昭和４６年７月１０日ということで、ここに紹介しているとおりですけども。

２月２８日でしたかね。佐賀新聞で町の当初予算案にですね、泉山の大イチョウの枝折れ対策に

６４２万円充てたという記事がありましたけども、ここにこういうイチョウの枝折れなんかを予

算にすぐに上げられたというのは、これは国とかの天然記念物になっているから予算がすぐ付く

ということでしょうかね。 

〔今泉藤一郎議長〕文化財課長。 

〔山口文化財課長〕大イチョウの場合はですね、１０年以上前なんですけど、実際に枝が落ちて下の

住居の辺りご迷惑をかけたので国も指定してありましたので、国の補助金を使って８年に１回ロ

ープ替えということで今も実施しております。 

〔６番 樋渡徹君〕国の指定になっている場合は補助金はすぐ下りてくるということですね。 

〔山口文化財課長〕すぐじゃないんですけど、申請をすれば国から認められればすぐ、すぐというか、

補助が付くようになってます。 

〔６番 樋渡徹君〕そのことについてですよ、国や県の天然記念物などはいわゆる監視員の方が委嘱

された監視員の方いらっしゃると思うんですけど。そういう方の定期的な状況観察で報告が上が

ってそういうなんていいますか、申請をなさるというような形態なんでしょうか。それでこの定

期的な状況観察をされる方は町の史跡や文化財なども対象にしていただくといいのかなと思うん
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ですけど。今ちょっと質問をしたいのはですね、今年の年頭でしたかね、タブノキのところに行

ったらここの右側の写真にありますように、このタブノキも枝折れして枝が落ちないような添木

がしてあるんですけど、これが結構年数が経っているみたいで、腐っているというか、腐食して

いる状況でしたのでこれちょっと危ないんじゃないかなということでここに質問をさせていただ

いたんですけど、対策についてお願いいたします。 

〔今泉藤一郎議長〕文化財課長。 

〔山口文化財課長〕もう既にですね、地元の山本区の方からも支柱交換の要望書が出ておりますので

今月中に支柱の交換を行うことにしております。 

〔６番 樋渡徹君〕この件については地元の区長さんからの要望で対策をされるというふうに、今お

聞きしましたけど、先ほど申しましたように、誰かがたまたま気づいてそういう報告があるとい

うことであれば、たまたまここに行かれた方がこの支柱が倒れたことによってけがをされてもい

けませんので、そういう定期的な状況観察ができないかということでちょっとお尋ねをいたしま

した。 

〔今泉藤一郎議長〕文化財課長。 

〔山口文化財課長〕県と町からそれぞれパトロール員を任命して必ず月１回ぐらいは回っていただい

ておりますので、多いですので６０箇所程度ありますので、毎月とはいきませんけど、３～４ヶ

月に１回、季節ごとぐらいには回っていただいております。 

〔６番 樋渡徹君〕先ほどの、先ほどのというか、前にお聞きした時に区長さんからの要望で対策を

したというふうにはお聞きしていましたのでですね。この監視される方からの情報も上がってこ

ないのかなというふうにちょっと思ったもんですから質問させていただきました。最後の質問で

すけれども、各史跡に設置されている説明看板は旧西有田町教育委員会の設置となっております。

こんな感じですね。例えば、ここなんかも結構見えなくなっている状況なんですけど。これはま

あまあいいんですけども。後１枚、看板があったんですけど、結構もう字も見えないような状況

の看板があったんですけど。先般ですね、先般というか数日前に、有田町合併２０周年記念がご

ざいましたけども、こういう記念をしたときには、なんか事業をやるというようなところはよく

よその市町村でもなさってますよね。それでこの２０周年記念として更新されるような計画はあ

りませんか。 

〔今泉藤一郎議長〕文化財課長。 

〔山口文化財課長〕今言われた画面に出ております西有田町教育委員会の表記の看板ですね。これは
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随時更新または地区より要望が上がってきたときには建て替えとか修繕は行っております。ただ

ですね、いずれですね、標柱とか説明板はデザインは統一しようかと考えておりますが、限られ

ております財源ですので、できるだけ延命したいものは延命、そのまま活用していきたいと考え

ておりますので、合併２０周年の記念としての建て替えの計画は持っておりません。 

〔６番 樋渡徹君〕町長いかがでしょうかね。こういう記念行事という。 

〔今泉藤一郎議長〕町長。 

〔松尾町長〕記念の時にするというのは非常に、節目としてはですね、いいかなと思いますが、先ほ

ど、ちょっと財源の問題もありますのでそういったところ、そういった記念的なことと、いろい

ろ組み合わせる方がやりやすいとは思いますので、その辺は３月１日だけが２０周年だと思って

ませんので、 

〔６番 樋渡徹君〕今年ですね。 

〔松尾町長〕今年って言うことで考えれば重々検討の余地はあると思っております。 

〔６番 樋渡徹君〕ありがとうございます。教育長のお名前挙げさせてもらってましたので、こうい

った町内に残る史跡を小学校から中学校卒業までに１度ぐらいは現地も見せていただいて、有田

町に育ったという方々が場所もわかんないみたいなことにならないように、１度ぐらいは学校の

なんか、理科の、理科か社会かわかりませんけど、そういう授業をやることも意味はあるんじゃ

ないかと思うんですけど、その点についていかがでしょう。お願いいたします。 

〔今泉藤一郎議長〕教育長。 

〔吉永教育長〕お答えします。非常にやはりこういう地域の文化財というものは子どもたちにとって

も良い教育材料になるかなと思っています。実際に前作ってあった有田のカルタ、ああいうとこ

ろにいっぱいこういう史跡のものとかあって、そこのこの１枚に書いてあるものを自分で調べよ

うっていいながらそこに行ったりとかですね。そういう活動をしたり、今、今年は特に西、東の

歴史民俗資料館そちらの方に、これまでは大山小学校、曲川小学校の子どもたちは西公民館の西

の資料館、東の方は東の資料館という形だったんですけど、今年は結構入り乱れて両方の資料館

を見て、そしてこっちの職員の方に話を聞いてという活動もいろいろしています。今おっしゃる

ような一つ一つにですね、行くっていうのは、やはり山の中に行ったり、いろんな場所に行った

りということで、簡単に行けるものではありませんので、それをすべて教育材料として子どもた

ちに伝えることはできませんけども、そういう場所にこういうものがあるよというのを、前も言

いましたけど、地域の方で、地域の文化財こういう所にあるんだよというのをそれぞれの地域で
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教えていただくことも必要かなと思います。学校ではみんな均一したものを届ける。そして地域

の方で個別にまた届けるということで子どもたちの有田に対する思いというのがどんどんどんど

んいろんな形で広がっているかなと思いますので、こういう文化財活用できればいいなと思って

います。 

〔６番 樋渡徹君〕貴重な文化財が町内あるということで、ぜひ次世代の方、子どもたちにも引き継

いでいければいいなということで質問いたしました。これで質問終わりたいと思います。どうも

ありがとうございました。 

〔今泉藤一郎議長〕６番議員 樋渡徹君の一般質問が終わりました。以上で、本日の日程はすべて終

了いたしました。本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでございました。 

【散会１５：０８】 

 

 

 

 

 


